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平成 14年度以前 

１．水質事故関係 

 

(１)化学物質関連事故 

 

 

■長野県営水道・クレゾール混入事故 

○時期：平成１３年１月３１日～ 

○事業者：長野県（水道事業） 

○事故の概要 

 クレゾール及びジクロロクレゾールによる異臭により、飲用制限を実施（1/31 18:20～2/2 

16:30） 

○事故の原因 

 水道原水に混入。仮設導水管として農業用排水路を利用しており、水源若しくはこの導水

部で混入したものと考えられるが詳細は不明。 

■滋賀県信楽町水道・フェノール混入事故 

○時期：平成１４年３月６日～ 

○事業者：信楽町（水道事業） 

○事故の概要 

 フェノール類（0.153mg/l検出）による異臭発生により最大 3300戸、10日間の断水。 

○事故の原因 

 化学工場からの漏出。表流水の河川法無許可取水であったこともあり、そもそも河川管理

者等が表流水取水の認識がなかったこと。当然のことながら関係機関との連携が皆無であっ

たこと。 

■兵庫県篠山市・フェノール混入事故 

○時期：平成１４年６月２１日～ 

○事業者：篠山市（水道事業） 

○事故の概要 

 水道原水のフェノール混入により、水道水の使用制限を実施。市全域の６割に当たる 9,000

戸に影響。 

○事故の原因 

 化学工場からのフェノール流出事故の収拾後、降雨により、事故時に発見できなかったフ

ェノールが水源に流入したものと推定。 
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（２）油等関連事故 

 

 

■松塩水道用水供給事業・油流出事故 

○時期：平成１３年２月１３日～ 

○事業者：長野県（用水供給）、松本市・塩尻市（受水水道事業） 

○事故の概要 

 水道用水の油臭（定時検査で発見）により、塩尻市、松本市への送水を停止（2/13 9:32～

2/14 19:30）。松本市 9,700戸、塩尻市 4,000戸の断水。 

○事故の原因：水道原水に混入。詳細は不明。 

 

（３）クリプトスポリジウム関連事故 

 

 

■埼玉県越生町・大規模感染（水道事業における我が国初の事例） 

○時期：平成８年６月 

○事業者：越生町 

○事故の概要 

 ６月のはじめ下痢、腹痛の患者が発生。７月に全町民約 13,800人を対象に罹患状況調査を

実施し、集計の結果、５月中旬以降に下痢等の症状があった住民は、回答者 12,345人中 8,812

人で全体の 71.4%であった。下痢及び腹痛のため仕事や学校を休んだ住民は 2,878人で発症

者の約 32.7%、医療機関受診者は 2,856人（32.4%）であり、このうち入院者は 24人。34検

体の患者便のうち 22 検体からクリプトスポリジウムのオーシストを検出。大満浄水場の原

水、給水栓水からオーシストを検出。県営水道用水供給事業からの供給水からは不検出。 

○その他 

 越生町への給水は、25％県水受水、残りを表流水、湧水、伏流水を原水とする大満浄水場

から給水。処理方式は急速ろ過であるが、PACの常時注入を行っておらず、黙視で確認した

原水状態、ろ過水の濁度自動測定によって PAC注入を判断しており、正確な注入率は不明。 

大満浄水場の上流域には、浄化槽、２カ所の農業集落排水処理施設が稼働。伏流水系等の越

辺川に流入するこれらの施設の処理水と越生町の水道水の間に置いて感染者の便を介してク

リプトスポリジウムの循環増殖系を形成してしまったため、汚染が拡大したものと推察され

る。 

■愛媛県今治市・クリプトスポリジウム断水事故 

○時期：平成 13年６月 15日発見 

○事業者：今治市（水道事業） 

○事故の概要 

 年間予定による水質検査の結果、夏期のみ利用している浅井戸の塩素処理後の浄水からク

リプトスポリジウムが検出され揚水停止（6/15/17:30～）。厚生労働省、愛媛県の指示により
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給水停止（6/15/21:00～6/16/22:00）。 

○事故の原因 

浅井戸に越流管があり、逆にこの越流管を通じて周辺からの汚染可能性があるなど管理の不

徹底が見られたが、詳細は不明。 
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２．水質管理 

 

 

■岡山県津山市・残留塩素の基準値低下事故 

○時期：平成１４年１２月３日 

○事業者：津山市（水道事業） 

○事故の概要 

 残留塩素の基準値 0.1mg/l を下回る水を、約 17,000 戸に送水。同日 8：40 に小学校の通

報により発覚。配管内の水約 4,000ｔの入替作業を行い、同日 23：15に安全宣言。 

○事故の原因 

 水道原水が堰開放と発電放流が重なったことにより、塩素を著しく消費する水質に変化。

浄水場にて残留塩素の低下が見られ、塩素の自動注入では追随できないと判断し手動に切替

えるが、その後の動向確認を怠る。夜間引継の際に、昼間の情報を伝えず、水質監視の注意

義務が欠如。 

■長野県飯田市・濁度上昇による給水停止事故 

○時期：平成１５年４月２２日 

○事業者：飯田市 

○事故の概要 

 飯田市の妙琴浄水場において、前日からの雨により原水濁度が上昇し、凝集沈殿ろ過で適

切に対応しきれなかったため、浄水濁度が 2.0度を超えた。「飲用不適」を広報し、給水停止

は行わなかった。 

○事故の原因 

 フロック形成ができなくなってからジャーテストを行っており、対応が遅かった。また、

原水のアルカリ度が低下していたが、それに対する対策を適切に行えなかった。引き続き詳

細な原因について調査中。 
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３．クロスコネクション 

 

 

■大阪市・工業用水道誤接合事故 

○時期：平成１４年８月７日発見 

○事業者：大阪市（水道事業） 

○事故の概要 

 道路漏水の修繕の際に、１世帯の給水管が水道管と平行した工業用水道管に誤接合された

ことを確認。６年間にわたって工業用水が給水されていた。 

○事故の原因 

 同径の工業用水道管であったこと、設計図面の工業用水道管記載漏れ、工事時に残留塩素

の未確認などから、誤接合に気づかなかったものと推測。 

■東京都・工業用水道誤接合事故 

○時期：平成１４年１１月２８日（１２月１２日）発見 

○事業者：東京都（水道事業） 

○事故の概要 

 東京都の水道フレッシュ診断実施中に、残留塩素が検出されなかった。分岐箇所を掘削し、

水道管と平行した工業用水道管に誤接合されたことを確認。９世帯に約３年間にわたり工業

用水を給水。この事故を受け緊急点検を実施し、新たに１世帯にて誤接合を確認。約１７年

間にわたり工業用水を給水。 

○事故の原因 

 異径の工業用水道管であったが、工業用水道管を水道管と誤認、設計図面の工業用水道管

記載漏れ、工事時に残留塩素の未確認などから、誤接合に気づかなかったものと推測。 
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４．大規模破損 

 

 

■京都府営水道・導水管破損事故 

○時期：平成１３年７月２６日～ 

○事業者：京都府（用水供給）、宇治市・城陽市・八幡市・久御山町（受水水道事業） 

○事故の概要 

 宇治市道に布設した導水管（高級鋳鉄管 900mmの曲管部、昭和 23年製造、昭和 35年施

工）が破損、宇治市 36,000 戸(7/27 0:30～7/30 6:00)、城陽市 10,000 戸 (7/27 0:30～7/28 

8:00)が断水。 

○事故の原因 

 腐食、支持地盤の変形等が挙げられるが特定できず。（施工当時、硬質地盤に砂基礎なし、

コンクリート保護なしで直置き。） 

■横浜市水道・配水管破損事故 

○時期：平成１４年１１月１８日 

○事業者：横浜市 

○事故の概要 

 横浜市道に布設した配水管（鋳鉄管）550mmの直管部（明治 30年代にヨーロッパから輸

入され、導水管として利用し、一度撤去された後、配水管に転用されたもの）が破損。断水

はなし。 

○事故の原因 

 「腐食による管厚の減少」と「下水道管との接触による力学的な条件が厳しくなったこと」

が原因と推定。 
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５．テロ 

 

 

■千葉県北総浄水場への廃油毒物投入事件 

○時期：昭和 53年６月 

○事業者：千葉県 

○事件の概要 

 北総浄水場の沈殿地に、廃油 120 リットルと殺虫剤ダイアジノン、バイジット計 12kg が

投入。発見は午前 11時、投入は全日夕刻と推定された。犯行から発見まで約 16時間と推定

されるが、沈殿池－ろ過池－配水池までの状況で発見され、実害はなし。管理本管から死角

となる場所の有刺鉄線の一部を切断して侵入。成田空港に反対する過激派の組織的、計画的

犯行と断定。 

○その他 

 空港開港日に、現地の開港粉砕集会で反対同盟の戸村一作委員長が、「水や電気、交通機関

などを止め、あらゆるゲリラ活動を展開し、成田空港を廃港に追い込む」などの宣言があり、

また、ジェット燃料輸送列車妨害事件、空港管制塔破壊事件、空港周辺電話ケーブル切断事

件、京成電鉄スカライナー焼打ち事件、東京航空交通管制ケーブル切断事件、日航ホテル成

田、転業農民の関連会社社員寮、大韓航空社員寮、空港付属下水道施設などへの一連の火炎

ビン投入事件、東京航空局山田レーダー基地・筑波レーダー基地襲撃事件、東京電力送電塔

倒壊事件など関連施設に対するゲリラ活動が相次いだ時期。 
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６．専用水道、簡易専用水道について 

 

 

■神奈川県平塚市の雑居ビルにおけるクリプトスポリジウムによる集団感染 

○時期：平成６年８月 

○事故の概要 

 ビル関係者７３６人中有症者４６１人。医療機関受診者７７人、入院者５人。ビル内の貯

水槽水道により給水された水道水が原因。排水ポンプの故障により、汚水及び雑排水が受水

槽に混入、簡易専用水道に該当するが、簡易専用水道として把握されておらず、管理基準に

基づく管理もなされていなかった。 

■長崎市の長崎総合科学大学における赤痢の集団感染 

○時期：平成 10年５月 

○事故の概要 

 有症者８２１人、入院者３４６人の赤痢の集団感染事例。大学敷地内の飲用井戸を水源と

する給水施設。水源の井戸が赤痢菌に汚染され、施設の管理の不備により、塩素消毒されな

いまま給水されたもの。居住者が 100人以下のため、当時の水道法の規制対象外。 
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７．その他 

 

 

■福岡県１市８町・汚泥の河川垂流し問題 

○時期：平成１４年４月２６日発覚 

○事業者：直方市・小竹町・川崎町・添田町・稲築町・頴田町・桂川町・庄内町・穂波町（水

道事業） 

○問題の概要 

 マスコミの報道により発覚。事業体によっては、浄水汚泥を水で希釈した上で河川に放流。 

○問題の原因 

 各浄水場とも、浄水能力が 10,000ｔ未満であるため、水質汚濁防止法の排出規制は受けな

いが、近年の環境に対する市民の意識の高まりに対する自覚の欠如が原因。 

■佐賀県鳥栖市・汚泥河川流出事故 

○時期：平成１４年１２月１０日 

○事業者：鳥栖市（水道事業） 

○事故の概要 

 沈澱池清掃における水張作業中に、排泥仕切弁を開け、沈澱池内の水を河川に放流中に、

濃縮槽の下方弁を閉め忘れたため、汚泥が河川に流出。市民からの通報により発覚。 

○事故の原因 

 排泥仕切弁を操作する時に濃縮槽の下方弁を開けていたことに気づかなかったことが原

因。作業工程におけるチェック機能が不十分。 

■カシン・ベック病騒ぎで玉川浄水場取水停止 

○時期：昭和 45年 

○事件の概要 

 千葉大学滝沢教授は、昭和 37～39年に発表した「日本におけるカシン・ベック病の研究」

の中で、大田区内の小中学校生にカンシ・ベック病罹患率が高く、その原因として飲料水中

の有機物が疑わしいとした。この発表が一部報道機関により報道されたことで社会問題とな

り、東京都は、都民の水道水への不安に配慮して玉川浄水場の多摩川からの取水を停止した。

その後、国、都とも研究班、委員会を設置し検討を行った結果、多摩川からの飲料水とカン

シン・ベック病との関係は否定された。 

○カシン・ベック病 

 シベリア地方で認められた風土病の一つ。1854 年にカシンが、1908 年にベックがその詳

細を報告した慢性骨疾患である地方性変形性骨関節炎をいう。旧ソ連のみならず、中国、韓

国でも風土病として記載され、日本でも報告例がある。一般に軽症であることが多いが、幼

児では小人症となることもある。原因としては中毒説、内分泌障害説のほかに、天然有機物

によって汚染された水も原因として挙げえられているが、まだよく分かっていない。 （出

典：水道用語辞典（日本水道協会）） 
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参考資料 上水道の事故と対策（石橋多聞・技報堂出版 昭和５２年） 

 

 

 

多少古い書であるが石橋多聞著「上水道の事故と対策」（昭和５２年）の内容の一部を要約し紹介

する。 水道関連の事故に関する基本的事項が記述されているので参考としてください。 

１．事故の誘発要因 

○各種の無理 

 あらゆることに関して無理は事故のもととなるが、個々では予算、工期、工事方法、維持管理

の点について強調したい。 

○技術軽視 

 欧米の水道企業体では、技術者が企業体の長となっており、運営の基本的考え方は技術を中心

としているのが一般的である。 我が国では公営企業法の施行以来、以前の技術的運営が経営的運

営に取って替わられる傾向を生じた。このためにややもする と料金値上げの遅延などに起因する

経営悪化などを理由として、技術上の無理を強いる傾向が強い。工事費の節減が求められたり、 

当然行うべき技術上の措置がないがしろにされる等の例は枚挙に暇がないくらいである。例えば、

鉄管の防食対策として当然行う べきｐＨ調整の如きは、ｐＨ値が低くても水質基準に違反してい

るわけではないのだから、そのための多額の出費は認めないなど の理由で一蹴されている例が多

いようである。 

 技術を経営上の要請に合わせるのではなく、経営を技術上の要請に合わせるのが至当であって、

欧米の水道と我が国の水道とでは、 この点に関する理念にかなりの開きが認められる。 

○組織、機構の不協和 

○職員の士気 

○政治の介入 

○資材の工事業者の選択 

２．事故の防止対策 

○予備システム 

 施設に予備を設けて、事故の際に直ちに切り替えを図るとか、平常時にも予備を設けることに

より点検、補修が十分にできるようにする。 

○冗長システム 

 冗長システムは、安全確保のために、設備に無駄な能力を故意に付与するやり方である。無駄

な能力は平常時には過大投資とみなされる が、非常時にその威力を発揮して、これがなかったら

事故につながるものを救済してくれるのである。わが国の水道は今まで、余りに ゆとりのない施

設をつくりすぎたきらいがある。財源等に余裕がなかったという理由もあろうが、水道の安全性

の根本理念に置いて 誤っていたといえる。今後あらゆる施設について、安全性向上のための十分

な余裕をとった設計を行うべきである。 

○点検と確認のシステム 

点検と確認は事故防止の大原則である。例えば配管系での水圧試験は完全な管布設の確認の実証
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となるものである。点検と確認を システムとして取り上げることが大切で、内規を定めるとか、

チェック事項を列挙した検査成績表を提出させて確認するとかして、 担当する個人が自分の判断

でこっそり処理する余地をなくするシステムを作っておく必要がある。 

◆水質の事例◆ 

(1)水源に海水が混入 

 防潮の可動門扉のいたずらにより海水が侵入し、市民からの水道水が塩からいとの苦情が相次

いだ例。過去にも２度いたずらされた ことがありながら施錠がなされていなかった。事故後バリ

ケード、施錠等の措置を実施。（昭和 25年・北海道） 

 防潮堰の操作ミスと大潮と渇水による河川流量減少とが相まって、取水地点まで塩水の遡上が

あり、市民の苦情で発覚した例。 取水口に塩分濃度測定による警報機を取り付ける対策が施され

た。（江戸川） 

(2)水道水にユスリカが混入 

 水道水にミミズのような形の小さな得体の知れぬ虫が入っているとの苦情により発覚。塩素注

入量を末端で 1.0～1.5mg/l まで増量したが 改善しなかった。水源は深井戸４本であったが、着

水井の開口部からユスリカが卵を産み付け、未孵化のものが配水管に流出した例。（昭和 42年） 

(3)給水栓からミミズが出た 

 倉庫に引き込まれた給水管末端が側溝に水没、給水圧の不良地区であったことも重なり、孔の

あいたこの給水管よりミミズが侵入、 この付近では多量使用者であった理髪店からミミズが出た

例。 

(4)茂原下痢症 

 水田から集水埋きょに汚水が流入、塩素注入機の故障と相まって、ウィルス性下痢症が集団発

生（7191名）した例。 （千葉県茂原市・昭和 28年） 

(5)宝塚市における斑状歯 

 六甲山の花崗岩質の山を背後に控え、そこからの流出水・地下水にはフッ素が含まれている。

宝塚市の水道は武庫川の表流水、 深井戸１本と浅井戸９本を水源としており、フッ素濃度が０．

４～２mg/l程度となっていた。水源切り替え、混合希釈、 電解式のフッ素除去装置により対処し

た例。 

（参考）最高裁判例（高濃度のフッ素を含む水道水の飲用により歯が褐色になる斑状歯に罹患し

たとしてされた損害賠償請求について、 昭和 33 年施行の厚生省令に基づく基準値 0.8ppm を超

えるフッ素含有の水道水を右施行時の前後にわたり昭和 46 年まで給水し続けたこと に過失はな

いとして、市に民法 709条、国家賠償法２条に基づく損害賠償責任が認められなかった例・平成

５年 12月） 

出典：行政判例集成（法務省） 

◆クロスコネクションの事例◆ 

 クロスコネクションとは、飲用適の水を供給している水道と飲用に対する安全性に疑いのある

他の系統の水道との間において、 管などが物理的に連結されていることをいう。広義に用いられ

る場合には、施設間の直接の連結を指す以外に、給水器具と汚染源 との間に間隙がないか、間隙

があっても小さいために、配水管内の負圧発生時に汚水を逆に吸引し得るような配管をも指して
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いる。 給水栓の吐口と、水の溜まる器の溢れ縁との間に安全空間が十分でないと逆流吸引を起こ

すことがあり、このような汚水吸引 （風呂おけの縁より下側に給水栓の吐口があり、他の場所で

の水の大量使用により、風呂系統の負圧発生、汚水吸引というような例） をもクロスコネクショ

ンと呼んでいる。 

(1)工業用水道の配水管との誤接 

 付近 40 世帯に給水している配水管が上水道管と平行して布設されている工業用水道の配水管

と誤接されていた例。横浜市戸塚区 秋葉幼稚園での赤痢集団発生（83人）で発覚。（横浜市・昭

和 44年６月） 

(2)海水水道管との誤接 

 海水供給の消火専用水道との誤接の例。付近住民から水道水が塩辛いとの苦情で発覚。（昭和 36

年） 

(3)給水栓水が燃える 

 工場内のプロパンガスタンクのガス漏れ検査用の充水のため水道の給水管が接続されていた。

工場側から同系統で給水される 寮があり、寮の炊事場で蛇口を開いたところガスコンロの火が蛇

口に移り火を噴き出した、水道水が燃え上がった例。工場側の 操作ミスで、水圧低下していた配

水管にプロパンガスが侵入、ガス混じりの水が出たもの。（昭和 24年） 

 ガス洗浄装置に直結された配水管にプロパンガスが侵入した例。水道水が臭いという騒ぎで発

覚。（福島県・昭和 45年６月） 

(4)工場でのクロスコネクション  

道路拡張工事で配水管を切断した際、需要者側に熱湯が噴出した例。冷却槽内に水道給水管が直

圧で挿入され、ハイウォーター レベルより下方に開口していた、もぐり業者の施工不良による。

（昭和 40年） 

 洗浄循環システムに水道の直圧管が挿入され、洗浄タンクの水が逆流した例。（昭和 44年） 

工場内の水質の悪い自家用水道と水道管が連結され、仕切弁による両者をいずれかを供給するよ

うになされた工事が不適正で あって水道水が汚染された例。（昭和 48年５月） 

 自家用工業用水の高架タンクと上水道の高架タンクが一体構造になっていて、溢流、腐食によ

る仕切壁の破損によるクロスコ ネクションを起こした例。 

(5)大阪市でのクロスコネクション例 

・低温の水道水が出るとの苦情、付近の映画館の冷房用井水と水道管を連絡し弁操作を誤ったた

め。 

・塩辛い水が出るという苦情。屋上タンクでの井水と水道水の量計の連絡用弁の老朽化のため。 

・製鋼工場が木津川水を用水中に弁操作を誤り、大量の河水を水道管に圧入した。 

・大病院で虫状の異物が水道水に出るとの苦情。屋上と５階天井裏の２カ所で水道管と雑用水管

が連結されていた。 

・冷水が出るとの苦情。付近の印刷工場で井水と水道水が連結、逆支弁の不調で逆流を生じた。 

・水が苦いとの苦情。付近の魚屋で井水と水道が連結されていて、鉄バクテリアが水道管に逆流

していたため。 

(6)間接的なクロスコネクション 
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 自衛隊基地の給水装置に石油臭い水が出るとの苦情で発覚。給水管は油タンクの近くを通って

布設されており、油タンクが漏油して、 同時に給水管の方にも漏水箇所が発見、給水栓を大きく

開くと油を含んだ地下水が吸引された例。 

 染色工場から下水道への強酸性水の排水が、下水管に穴があき、下水管の下を石綿セメント管

の給水管が交差、給水管にも穴があき、 染色排水が配水管の法に逆流していた例。メッキ工場で

の同様の例。 

 水道水がガソリン臭いとの苦情で発覚。ガソリンタンクに接して布設されていたポリエチレン

製管にガソリンが浸透し水に臭気を 与えたものと推定された例。 

(7)各種のクロスコネクションの危険性 

 神社仏閣のお手洗いの石槽では、底部から水を噴出させるものが多かった。ビルの靴洗い用の

水洗は鉄製ボックスの中に設けられ、 汚れた水に水没するものがある。 

 ゴムホースを給水栓に取り付け、その先端を汚水内に漬ける使用者の不注意による汚水吸引の

例。メッキ工場におけるメッキ 液が配水管に逆流した例。簡易水道でし尿溜の希釈用水にゴムホ

ースを延長して注水し、たまたま断水を生じて汚物を吸引し、 排水された水がし尿臭を帯びた事

例。 
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平成２１年　水道水質関連事故事例

事業者名 都道府県 発生日 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 備考

群馬県東部地域水道 群馬県 平成21年1月6日
急速ろ過
（表流水）

１月６日に浄水場運転員が原水から油臭がするのを発見。粉末活性炭注入に
より浄水処理を継続した。浄水への影響は無かった。

不明
（原因者を特定できず）

鳥取市 鳥取県 平成21年6月3日
塩素消毒
（井戸）

６月３日に濁水が発生したことから、臨時の水質検査を実施したところアルミ
ニウムが基準超過。
健康被害はなかった。

井戸周辺の水田
（代掻きにより生じた濁水が
井戸に流入）

若桜町 鳥取県 平成21年9月24日
緩速ろ過
（表流水）

９月２４日から１０月１日にかけて簡易水道の給水区域で集団下痢が発生（発
症者数３６名）。水質検査等を行ったが、原因は不明であった。

不明
（原因は特定できなかった）

中標津町 北海道 平成21年10月4日
急速ろ過
（表流水）

１０月４日に原水濁度上昇（最高370度）によりろ過池出口の濁度が0.1度を超
過(最大0.35度)。クリプトスポリジウム流出の恐れがあることから飲用制限を実
施。

降雨による河川濁度の上昇



平成２２年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 備考

姫路市水道局 兵庫県 平成22年4月18日
緩速ろ過（表流水）、
急速ろ過（表流水）

4月18日に浄水場沈砂池内に油が入っているビニール袋が発見された。取水
停止及び油、ビニール袋の除去が行われた。

不明
（原因者を特定できず）

佐賀県 佐賀県 平成22年5月21日 一般飲用井戸

5月21日に住民の依頼により飲用井戸の水質検査を行ったところ、六価クロム
が環境基準（0.05mg/L）の30倍（1.5mg/L）の濃度で検出された。周辺地域で
調査範囲を拡大して調査したところ、飲用井戸及び雑用井戸各1カ所で環境
基準値を超過していた。飲用井戸に関しては、水道への加入・利用を促した。

不明
（原因者を特定できず）

栃木県
鬼怒水道用水供給事業

栃木県 平成22年6月7日
急速ろ過
（表流水）

6月7日に、取水場沈砂池に油が流入したことを確認。取水停止及び工業用水
を断水。配水系統の切り替えや水源の切り替えにより断水は回避した。

農家による軽油の誤流出

村上市上下水道事業 新潟県 平成22年7月20日
塩素消毒のみ
(浅井戸）

7月20日、浄水場内の次亜塩素酸ナトリウム注入配管が閉塞・破損し、次亜塩
素酸ナトリウムの注入が停止。警報システムの誤設定で警報が作動しなかっ
たことにより、残留塩素濃度が0.1mg/Lを下回る。
飲用ペットボトルの配給及び飲用制限の広報を実施。

次亜塩素酸ナトリウムの注入
停止及び警報システムの誤
設定

五戸町北部地区
簡易水道

青森県 平成22年8月17日
急速ろ過
（深井戸）

8月17日、当該簡易水道において、定期水質検査で給水栓における水が遊離
残留塩素で0.1mg/Lを検出されず、真菌、放線菌が検出された。過去の毎日
検査結果を確認したところ、7月13日頃から給水末端で残留塩素濃度が
0.1mg/Lを下回っており、1ヶ月以上にわたり、衛生上問題のある水が供給され
ていた。当該簡易水道においては、週7日のうち2日は、給水末端における毎
日検査が行われていなかった。さらに、異常時においても、即座に連絡される
体制となっていなかった。また、第三者委託範囲外を統括すべき水道技術管
理者が設置されていなかった。
他簡易水道から給水車による浄水池への補給により、9月8日に給水を再開。

毎日検査の不足、連絡体制
の不備、水道技術管理者の
未設置

臼杵市上下水道事業 大分県 平成22年9月21日 膜ろ過
9月21日、次亜塩素酸ナトリウム用タンクに誤って希硫酸を入れたことにより、
塩素ガスが発生し、市職員2名を含む4名が病院へ運ばれた。水道水への影
響は無かった。

不明
（原因者を特定できず）

南三陸町水道事業 宮城県 平成22年11月15日
塩素滅菌
（浅井戸）

11月15日、原水監視のため水槽で飼育しているフナが死亡していることを確
認。その後、4度、ヤマメを水槽内に追加したが、いずれも死滅した。11月18
日、午後3時から広報無線により、飲用制限について連絡。日本水道協会の
協力を得て、応急給水を実施した。原因を調査したところ、塩素滅菌処理施設
の機器の故障により、塩素が井戸原水に入り込んでいたことが判明したため、
部品交換を実施し、その後、魚類を投入して確認したところ、死滅することが
なかったため、原因が特定されたとして、飲用制限を解除した。

機器の不良



平成２３年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 備考

郡山市水道事業 福島県 平成23年1月17日
急速濾過、緩速濾過

(表流水）

豊田浄水場において死亡したキンクロハジロ（カモ類）を発見。
4羽がＡ型インフルエンザウイルス陽性と判明。
貯水池の水質については異常なし。

野鳥

岡山県南部 岡山県 平成23年1月18日
急速濾過、緩速濾過

（表流水）
臭気の苦情（原水中の2-MIB値が上昇）

不明
（藻類が発生したためと思わ
れる）

萩市水道事業 山口県 平成23年2月18日
塩素滅菌
（浅井戸）

平成23年1月18日21時頃から残留塩素が0.09㎎/Lとなる。
健康の被害はなし。

塩素注入器の目詰まりにより
次亜塩素酸ナトリウムの注入
量が減少

栗原市水道事業 宮城県 平成23年4月26日 急速濾過

浄水場の薬品注入機器が故障したことにより、水質が基準値（濁度、塩素）を
超えたため、運転を停止し、水道水の使用制限を行い、他の浄水場から配水
に切り替えた。
健康被害の報告無し。

薬品注入器が故障し薬品が
注入されなかった

川崎市水道事業 神奈川県 平成23年5月13日 1100mm鋼管
工事完成に伴う復旧作業において振替作業を行った影響により広範囲に濁水
が発生

通水を5ヵ月間停止したことに
より管内面に発生した錆が、
通水時に流出したものと考え
られる。

横手市上水道事業 秋田県 平成23年5月18日 天日乾燥床
大沢浄水場天日乾燥床への廃油不法投棄。
浄水への影響、人的被害等はなし

不法投棄

北千葉広域水道企業団 千葉県 平成23年6月27日
急速濾過
（表流水）

浄水、原水から塩素酸を検出。（原水　0.47mg/L、　野田橋　0.13mg/L、浄水
0.38mg/L）

排出源等は不明。（利根川上
流の事業場が排出源と推察
されるが断定されず。）

ホテル専用水道 長野県 平成23年7月23日
塩素滅菌
（湧水）

施設の使用水から腸管出血性大腸菌Ｏ１２１を検出した。
沢水をくみ取り貯水タンクに貯め塩素を滴下して使用しているが、当日は塩素
を滴下していない。
37人が感染、16人が軽い食中毒症状

水源と推定される



事業名等 都道府県 発生日 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 備考

都城市内の学校 宮崎県 平成23年12月8日
除マンガン、塩素滅菌

（井戸）

ヒ素及びその化合物の水質基準超過。ペットボトル・ウォータータンク等を配布
した。
ヒ素除去装置の設置を行う。
健康被害なし

地質由来と推定される



平成２４年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 備考

沼津市内の専用水道 静岡県 平成24年２月14日
塩素滅菌
（深井戸）

周辺の井戸でトリクロロエチレンの環境基準（0.03 mg/L）を超過しているため、
沼津市公害担当部局とともに対応。
沼津市上水道の給水対象区域外のため、沼津市水道部には情報提供を行
い、緊急時の対応や給水対象地域拡張についての協力を働きかけるととも
に、専用水道については煮沸等の対策を指導。
0.12mg/Lが検出された２箇所の飲用井戸については飲用として使用しないよ
う指導。
健康被害の報告なし。

不明

新温泉町中央簡易水道 兵庫県 平成24年３月５日
塩素滅菌
（湧水）

温泉中央簡易水道の濁りが水質基準を大幅に上回ったため、飲用停止措置
を取った。飲用制限影響１４集落、約７２０戸、約２，２４０人
なお、健康被害は発生していない。

昭和48～49年頃施工の集水
桝（ｺﾝｸﾘｰﾄ造）の蓋の一部が
破損しており、そこから地表
水の混入が疑われている

埼玉県水道用水供給事業
他

茨城県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

平成24年５月17日
急速ろ過
（表流水）

定期的な検査において、高濃度のホルムアルデヒドが検出された。
原因は原水(利根川)中のホルムアルデヒド前駆物質であると考えられ、１都４
県の８浄水場で取水停止、給水停止等、千葉県内の５市で断水となった。健
康被害はなし。事故後、高崎市の産業廃棄物処理業者の施設からの高濃度
のヘキサメチレンテトラミンを含む排水が原因であったとほぼ断定されている。

原因者がヘキサメチレンテト
ラミンを河川に流出させたた
め

入善町新屋簡易水道 富山県 平成24年７月14日
塩素滅菌
（深井戸）

入善町の３名がエルシニア腸炎を発症。患者宅の遊離残留塩素が0mg/Lであ
り、塩素滅菌機が稼働していなかった。滅菌機復旧後は新たな事例は出てい
ない。

塩素滅菌機の稼働が止まっ
ていたため

瑞浪市上水道 岐阜県 平成24年９月３日
受水槽

（浄水受水）
給食センターの給水栓から金属箔及びゴム片を確認。当日の給食を水を使わ
ないものに変更。

不明 （蛇口近くのクロムメッキ
のはがれ落ち、ゴムパッキン
と劣化と推定）

津軽広域水道用水供給事業 青森県 平成24年９月23日
急速ろ過
（表流水）

２-ＭＩＢの濃度が上昇し、臭気の苦情が相次いだ。粉末活性炭注入を行うが、
影響は長期にわたり、10月14日に収束宣言。供給停止は行わなかった。

水源の藻類が原因

甘樂町 群馬県 平成24年10月10日 急速ろ過
凝集剤を浄水場で大量投入し、洗濯物が黄ばむなどの被害が出た。消火栓
から濁水抜きをして対応。

操作ミス

花巻市水道事業 岩手県 平成24年10月11日
緩速ろ過
（表流水）

滝名川で100匹の魚が死んでいた。アルカリ排水が流入した可能性が高く、取
水を４日間停止した。

生コン工場からの アルカリ排
水



事業名等 都道府県 発生日 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 備考

牛久市内の賃貸住宅 茨城県 平成24年10月30日
塩素滅菌
（井戸）

色度超過の原因としてクロムの値が高いことが判明したことから、保健所が相
談を受け入居者への飲用自粛を指導。その後、六価クロム4.7mg/Lを検出し
たため、周辺住民への飲用指導を開始。健康被害の報告はない。

以前あったメッキ工場等が考
えられる



平成２５年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 対応 備考

群馬県県央第一
水道用水供給事業

群馬県 平成25年２月25日 用水供給
急速ろ過
（表流水）

２５日の送水からジアルジア２０リットル中１個検出受水市町村が住民に対し、
水道水の煮沸を呼びかけるなどの対応を行った。
この件に関する健康被害は報告されていない。

ごく希なケースとし
て、ろ過池を通過し

た可能性

薬品注入量の最適化、濁度管理の徹
底、ろ過池洗浄排水を再利用から排水
に変更

佐伯上水道 大分県 平成25年４月26日 上水道
塩素滅菌
（井戸）

給食センターから残塩不検出の連絡を受け、消毒されていない状態で給水し
たことが判明した。飲用に際しては、煮沸を行うように防災情報システムによ
るマイク放送を行った。

配管のつまりによる
塩素注入不良

・次亜塩素酸ナトリウム注入設備の点
検及びメンテナンスの強化
・残塩監視体制の強化

十日町市東下組簡易水道 新潟県 平成25年５月16日 簡易水道
凝集、急速ろ過

（深井戸）

深井戸にてヒ素が水質基準を超過（0.013mg/L）。飲用しないように広報し、応
急給水を行った。
近接する他の簡易水道から仮設配管にて給水する体制を整備。

地質由来

・東下組簡易水道の水源を廃止す
る。
・東下組簡易水道を二子簡易水道
へ統合するため、県に対し、認可申
請を行う。

永平寺町上水道事業 福井県 平成25年５月28日 上水道
膜ろ過
（ダム）

急激な温度上昇により、塩素滅菌注入機のエア溜まりによる注入不良により、
残留濃度低下（0.06mg/L）したと考えられる。

温度上昇

大館市内の専用水道 秋田県 平成25年６月４日 専用水道 塩素滅菌
塩素滅菌器のタンクが破裂し、塩素滅菌が不能となった。
専用水道施設復旧までの間、飲用を停止し、併用している大館市上水道を飲
用。

タンクの破裂
専用水道設置者へ事故の再発防止
対策と専用水道の適正な管理を指
導

関ケ原町上水道 岐阜県 平成25年６月10日 上水道
凝集、急速ろ過

(表流水、浅井戸）
次亜過剰注入による高濃度残留塩素の検出。各消火栓、排泥バルブ等から
の排水を行うとともに、広報にて生水を飲用しないように放送を繰り返した。

人為的ミス（配管の
設置不良）

・課員などによる対応についての会議を
開催し、問題点のしぼり出し、今後の改
善点を検討し、徹底を図る。
・水道集中監視システムを今年度中に
整備し、ネットワーク回線を使用したコ
ンピューターによる監視を常時行い、異
常値・急変動値に迅速に対応出来るよ
うに整備を行う。

大島簡易水道
丹賀簡易水道

大分県 平成25年６月14日 簡易水道
緩速ろ過
（ダム）

住民から濁りの苦情を受け、洗管、点検を実施したものの濁りが解消せず。
水質検査の結果、両簡易水道の浄水からマンガンが超過が判明し、マイク放
送、全戸にビラ・ペットボトル配布、他の水道から応急給水を実施。

緩速ろ過池のろ過砂
の汚れによるろ過障

害
・緩速ろ過砂全面取り替え。



事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 対応 備考

吹田市内の専用水道 大阪府 平成25年６月18日 専用水道
凝集沈殿、急速ろ過
（深井戸、浄水受水）

立入検査時に給水末端で残留塩素が検出されなかったため、飲用自粛を指
導。
専用水道施設の担当者から受水槽の水を抜き、水道水のみの受水に切り替
えたとの報告があり、給水末端で残留塩素濃度が0.4mg/Lあることを確認し
た。
また、井戸水の処理水について末端給水口で一般細菌検出（190CFU／ｍL）
を検出したため、原因究明、応急措置及び再発防止等について報告するよう
指導した。

・薬注ポンプの新替え
・処理槽の残留塩素の管理を目的とし
た配管工事を予定
・給水末端での残留塩素濃度測定の充
実

安曇野市水道事業 長野県 平成25年７月８日 上水道
急速ろ過

（表流水、深井戸）
給水栓にて黒色の濁りが発生した。黒色の沈殿物はマンガン化合物であっ
た。消火栓からの排水を実施するとともに、給水車にて応急給水を実施した。

配管内の堆積物と推
定

・濁りの原因の特定
・引き続き消火栓からの排水を継続し、
管路内の水の入替を図る。

吹田市内の専用水道 大阪府 平成25年８月28日 専用水道
受水槽

（浄水受水）

立入検査時に残留塩素が検出されなかった。
飲用自粛を指導したところ、中継受水槽及び高置水槽の残留水を排水し、タ
ンク内の水の入替えを行うとの申し出があった。
後日、再度立入検査を実施し、給水末端で残留塩素濃度が0.3mg/L ある
ことを確認した。原因究明、応急措置及び再発防止等についてに指導した。

受水槽での滞留によ
る（夏季休暇中で使
用量が少なかった）

使用水量が少ない時期は、受水槽及び
高置水槽が2槽式であるため、共に1槽
のみで運用する。

市原市内の専用水道 千葉県 平成25年10月７日 専用水道
砂ろ過、膜ろ過

（深井戸）

定期検査にてテトラクロロエチレンが水質基準を超過（0.313mg/L）。井戸揚水
を停止し、県水へ切り替えて対応。
周辺井戸からも3.1mg/Lと高濃度で検出されている。

不明 揚水停止～水質検査実施

古河市水道事業 茨城県 平成25年11月11日 上水道
凝集沈殿、急速ろ過

（表流水）

2-MIBが水質基準を超過（0.00020mg/L）。活性炭注入による処理を行うも完
全に除去できなかった。生活用水確保の観点から給水は継続したが、給水車
による応急給水も実施した。

農業用水の放流によ
る

・各団体の管理する湖沼等から放流を
行う場合、事前に情報提供を依頼。
・定期的な水質監視



平成２６年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

神川町矢納地区簡易水道 埼玉県 平成26年2月15日 簡易水道
緩速ろ過
（表流水）

大雪による停電により、塩素注入ができない状態で給水が継続し（取水から配
水まで自然流下）、末端給水の残留塩素が低下し検出できなくなった。さらに、
除雪作業が進まず現地にたどりつけないため、防災無線で煮沸飲用を呼びか
けた。また、その状況で、停電が解消し塩素注入が再開されたが、取水バル
ブが閉止し断水となった。

大雪による停電

大山崎町水道事業 京都府 平成26年5月30日 上水道
凝集沈殿、急速ろ過

（深井戸）

日中の気温上昇時で、次亜塩素酸ナトリウムの分解によるガス発生が活発な
状況の下において、他機器の点検のため、通常2時間程度の停止である注入
ポンプを4時間程度停止した。このことにより、次亜塩素酸ナトリウムから発生
するガス（気泡）がポンプ内に溜まり、ガスロック（エア噛み）による注入不良が
発生し、残留塩素濃度が低下（0.1mg/L未満）した。健康被害は発生していな
い。

温度上昇
浄水池での残留塩素濃度のアラームを
0.1ppmから0.2ppmに設定

高須簡易水道 福井県 平成26年6月6日 簡易水道
塩素滅菌
（湧水）

滅菌処理設備の不調により、次亜塩素注入が滞り残留塩素濃度が低下
（0.1mg/L未満）した。健康被害は発生していない。

滅菌処理設備の不
調

水質検査項目に適合するよう技術指導

大野簡易水道 山梨県 平成26年6月17日 簡易水道
塩素滅菌
（表流水）

残留塩素濃度が低かったために点検を実施したところ、前日の雷でブレー
カーが遮断し、塩素注入設備が停止していたことが判明した。水質検査を実
施したところ大腸菌を検出した。健康被害は発生していない。

雷によるブレーカー
の遮断

ブレーカーの徹底管理

駒ヶ根市上水道 長野県 平成26年7月8日 上水道
膜ろ過＋塩素滅菌

（湧水）

クロロホルムが基準値を超過したため、取水停止、応急給水、広報を実施し
た。接合井・着水井・配水池の清掃を行い、接合井、着水井に粒状活性炭ユ
ニットを設置した。

降雨による原水中の
消毒前駆物質量の
増加（推定）

・原水の監視
・配水池水位の監視

岩国市水道事業 山口県 平成26年7月15日 上水道
凝集、急速ろ過
（表流水）

ジェオスミンが基準値を超過したため、一時的に取水停止し活性炭処理を実
施した。

生見川ダムの放流
（推定）

・取水口上流ダム及び水道原水の定期
的な水質検査・監視
・ジェオスミン濃度に対応した活性炭の
注入

土庄町甲生簡易水道 香川県 平成26年8月13日 簡易水道
緩速ろ過＋前塩素消

毒
（ため池、表流水）

緩速ろ過前で塩素処理を行い、ろ過後で塩素注入を行っていなかったため一
般細菌が基準値を超過した。住民への煮沸等の広報を実施し、緩速ろ過前の
塩素処理を停止し凝集処理を開始し、ろ過後の塩素注入を開始した。健康被
害は発生していない。

不適切な浄水処理
方法

・浄水場の運転管理マニュアルの整備
・職員全体の各浄水場管理方法、処理
方法の知識向上
・引継体制の構築

白井市水道事業 千葉県 平成26年8月13日 上水道
白井地区末端給水栓

（浄水受水）
定期の水質検査で白井地区末端給水栓で、一般細菌が基準値を超過してい
ることが判明した。ドレン排水を実施した。健康被害は発生していない。

停滞水による残留塩
素濃度低下

・毎日検査による確認
・ドレン排水を適宜実施することによる
水質維持



吹田市水道部 大阪府 平成26年8月29日 上水道
配水場

（浄水受水）

2池構造の配水池の耐震化工事に併せた防水工事の材料の臭いが、運用中
の配水池の通気口を介して池内の水道水に移り、臭気とスチレン0.01ｍｇ/Ｌ
（要検討項目の目標値0.02ｍｇ/Ｌ）、酢酸エチル0.06ｍｇ/Ｌ（基準値等設定無
し）が確認された。

配水池耐震化工事
における臭いの発生

・水質試験による監視
・安全を担保した工事の再開

田上地区簡易水道 熊本県 平成26年9月11日 簡易水道
塩素滅菌
（深井戸）

9月11日に住民から灯油臭いと通報を受け、着水井、配水池の表面に油成分
を確認した後、給水停止、応急給水を実施した。その後、水源池と隣接するＪ
Ａの灯油タンク配管からの油漏れにより、9月8～11日の間、灯油が地下水に
浸透していたことが原因と判明した。健康調査を実施したところ、9月9日に嘔
吐、下痢の２名の健康被害が発生した。

水源池に隣接する灯
油タンク配管から油

漏れ
新たな水源池の整備

大田市上下水道部 島根県
平成26年10月8日

～22日
上水道

急速ろ過、粉末活性
炭

（表流水）

原水の臭気を感じ、活性炭の注入量を増量し、24時間運転を開始した。その
後、浄水で2-メチルイソボルネオールが基準値を超過したため、接触漕のブロ
アーの増設、急速ろ過池、薬品沈澱池の清掃、排水弁からの捨水を実施し
た。

三瓶ダムの季節的
水温変化と富栄養化
による植物プランクト
ンの大量発生

・ダム管理者(島根県)と共同で原因究
明と対策
・異臭味に関する毎日検査及び定期の
水質検査の頻度を上げる。

大分市水道局 大分県
平成26年10月9日
～11月28日

上水道
凝集沈殿、急速ろ過、

粉末活性炭
（表流水）

原水及び浄水の2-メチルイソボルネオール（2-MIB）が基準値を超過したた
め、粉末活性炭注入を強化した。11月18日より、2-MIB吸着除去性能に優れ
る新たな粉末活性炭の投入を開始した。

芹川ダムで藍藻綱
フォルミジウムテヌエ
の大量発生

・新たな粉末活性炭の本格的導入
・原水の水質監視体制の強化
・再発した場合、取水量を調整し活性炭
との接触時間を長くする予定

大阪市水道局 大阪府 平成26年12月18日 上水道
凝集沈殿、急速ろ過、
オゾン、活性炭
（表流水）

浄水場における塩素注入量が不足したことで、2つの配水場系統において遊
離残留塩素濃度が水道法で定める数値（0.1mg/l）を一時下回った。これを受
けて、影響範囲の住民へは、HPや広報車により広報するとともに、塩素注入
の強化や、他の配水系統からの応援強化、配水管での排水作業等の対策を
実施した。健康被害は発生していない。

遊離残留塩素濃度
の誤計測による塩素
注入量の不足

・計測装置の拡充
・追加塩素設備の拡充
・情報連絡体制の強化



平成２７年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

宮崎市上下水道局 宮崎県 平成27年4月30日 上水道
凝集沈殿、急速ろ過

（表流水）

原水の2-MIBが上昇したため、粉末活性炭を注入し対応していたものの、給
水栓で基準値を超過した。
ホームページで市民に対して情報提供を行い、原水への粉末活性炭の注入
率を強化した。
水源地の調査によると、繁茂した藻類が原因と考えられる。

取水口上流域のた
め池（藍藻類）

粉末活性炭の注入を強化

静岡市上下水道局 静岡県 平成27年7月2日 上水道
凝集沈殿、急速ろ過

（表流水）

水源地近くで起きた交通事故により燃料（軽油）が河川に流入した。
水道施設への流入防止対策を実施し、水道施設において、臭気検査、全有機
炭素検査を行い異常がないことを確認した。
臭気への問い合わせはあったが、健康被害は発生していない。

交通事故により燃料
（軽油）が河川へ流

入

当該河川水を原水とする浄水場の処理
工程水を排水し、水質検査（51項目）を
行い異常がないことを確認

航空自衛隊長沼分屯地 北海道 平成27年8月6日 専用水道
貯水槽

（浄水受水）
使用量の低下による貯水槽内での水道水の滞留が原因で、給水栓でｐHの基
準値8.6の超過および残留塩素の低下（0.1mg/L未満）が発生した。

使用量の低下による
貯水槽内での滞留

１日１回、pH及び消毒の残留効果を確
認し、異常が検出された場合は排水後
使用する。
貯水槽の有効容量の見直しを検討す
る。

福井市企業局 福井県 平成27年10月21日 簡易水道
塩素滅菌
（湧水）

採水用蛇口に昆虫が混入したことにより、当該蛇口で行った定期の水質検査
において一般細菌が基準値を超過したため、一部世帯で２日間給水を停止し
た。
洗管等により虫を除去した後に給水を開始した。

採水用蛇口内に異
物（昆虫）が混入した
ことによる異常値の

検出

採水前に勢いよく水を出し、蛇口内部
の異物を除いてから採水を行う。

諸毛専用水道 広島県 平成27年11月18日 専用水道
凝集沈殿、急速ろ過
（ダム水、地下水）

発電所のメンテナンスにより取水をダム水から地下水へ切り替えたところ、定
期の水質検査においてフッ素及びその化合物が基準値を超過したため、飲用
を停止し、飲用水の配布を行った。ダム水の取水を再開後、基準への適合を
確認した後に飲用を再開した。

ダム水から地下水へ
の取水の切り替え

地下水を取水する際には、事前に水質
検査を行う。次回のメンテナンス時期ま
でに対応を検討中。

立山町上水道 富山県 平成27年12月12日 上水道
凝集沈殿、急速ろ過

（表流水）

水源地域周辺の豪雨により、水源に泥水が流れ込み、給水栓において基準
値（ジェオスミン）を超過したため、洗管等により対応を行った。
ホームページで町民に対して情報提供を行った。

水源地域周辺の豪
雨

水質検査の継続並びに粉末活性炭の
備蓄及び使用マニュアルの整備



平成２８年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

専用水道
（病院）

静岡県 平成28年４月７日 専用水道
塩素滅菌
(深井戸)

４月７日に採水した飲用水の水質検査で硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素が水
質基準を超過した。後日行った再検査では、水質基準に適合していた。７月及
び８月にも再び基準値を超えたため、市水からの配管を整備し、10月６日よ
り、専用水道の貯水槽への市水混合を開始。硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
は6.9mg/lで水質基準適合を確認。健康被害は発生していない。

水源付近にある畜産
農家からの汚染源の
地下浸透（推定）

平成29年３月まで毎月、硝酸態窒素及
び亜硝酸態窒素の検査を実施し、状況
に応じて市水混合の比率を再検討す
る。

小坂上簡易水道 静岡県 平成28年５月５日 簡易水道
塩素滅菌
(深井戸)

滅菌装置のホースが外れて塩素消毒ができなくなったことにより、残留塩素が
低下した。ホースを再接続し、残留塩素の検出を確認したが、塩素消毒ができ
ていなかった時点の水質検査で大腸菌が検出された。塩素消毒再開後の検
査では大腸菌不検出。健康被害は発生していない。

塩素注入不良
施設の日常管理の徹底
検査結果異常時の速やかな再検査の
実施

都留市水道事業 山梨県 平成28年５月上旬 上水道
塩素滅菌
(伏流水)

５月上旬、水道水から異臭がするという市民からの苦情を受け調査を開始。
水道水質基準の51項目は基準を満たしていたが、揮発性有機化合物が検出
されたため、７月上旬より上水道第一水源からの給水を他水源からの給水に
切り替えて対応。原因物質がエチルtert-ブチルエーテル（0.011mg/l）と特定で
きたものの、発生源は調査中。健康被害は発生していない。

不明 定期的な水質検査による原因究明

田代・千足地区専用水道 岩手県 平成28年６月20日 専用水道
膜ろ過

（表流水）

一般細菌の基準値超過（110/ml）が判明したため、６月24日に給水を停止し、
応急給水にて対応。送配水施設の清掃消毒及び塩素注入量の増加等の措
置を講じたが、７月１日にトリクロロ酢酸が基準値を超過（0.039mg/l）した。一
般細菌については、７月６日に基準値内となった。取水設備の清掃、配水池か
らの排水、配水池容量及び塩素注入量の適正化等の対策を講じ、10月２日に
トリクロロ酢酸が基準値以内となったことを確認し、給水を再開した。健康被害
は発生していない。

塩素注入量不足、送
配水施設の汚染

（推定）

消毒副生成物の生成

検討中

長岡簡易水道 長野県 平成28年６月24日 簡易水道
塩素滅菌
(湧水)

原水からジアルジアが検出された（1個/10L）ため、６月30日から給水は継続し
つつ生水の飲用の禁止を周知した。７月10日に非常用膜ろ過施設を設置。７
月11日にジアルジア不検出を確認したため、飲用制限を解除。健康被害は発
生していない。

原水の汚染（推定） 深井戸への水源切替

辰野町下横川簡易水道 長野県 平成28年６月27日 簡易水道
塩素滅菌
(湧水)

原水からクリプトスポリジウムが検出された（1個/10L）ため、６月30日から給
水は継続しつつ、飲用の際は煮沸するよう呼びかけ、併せて飲用水の応急給
水を実施した。７月５日に非常用膜ろ過施設を設置し、浄水のクリプトスポリジ
ウム不検出を確認したため、同日に飲用制限を解除。健康被害は発生してい
ない。

原水の汚染（推定） 膜ろ過施設の常設化

会津若松市水道事業 福島県 平成28年７月１日 上水道
緩速ろ過
（表流水）

平成20年度に実施した配水管布設工事の際に、本来行われるべき切り替え
が行われていなかった。そのため、従前から使用していた旧専用水道（休止
中）からの未消毒の湧水が２戸（３名）に供給され続けていたことが判明した。
その湧水の水質検査を実施したところ、一般細菌が基準値を超過し、大腸菌
が検出された。配水管の未切替えが判明した時点から応急給水を行うととも
に、配水本管から仮設給水管を布設し対応。

配水管の未切替え 切り替え工事の実施

湧別町川西簡易水道 北海道 平成28年７月５日 簡易水道
緩速ろ過
（表流水）

塩素剤が切れ、塩素消毒ができなくなったことにより、残留塩素が低下し、大
腸菌が検出された。そのため、全世帯に個別に飲用制限を周知し、飲料水を
ポリタンクで配布した。塩素剤を補充し排水作業を行った後、末端給水栓で遊
離残留塩素濃度が0.1mg/l以上あること及び水質検査で大腸菌の不検出が確
認されたことから、７月８日に飲用制限を解除。健康被害は発生していない。

塩素剤切れによる塩
素の無注入

塩素剤タンクの水位及び残留塩素濃度
の確認の徹底



中津川市山口簡易水道 岐阜県 平成28年８月１日 簡易水道
塩素滅菌
（伏流水）

水源地域周辺の豪雨により、浄水の濁度が水質基準値を超過した。広報無線
放送により飲用を控えるよう住民に周知し、給水は継続した。原水の濁度が下
降した後、水質検査を実施し、異常がないことを確認し、８月３日に飲用制限
を解除。健康被害は発生していない。

水源地域周辺の豪雨
実戸浄水場（中津川市）よりテレメータ
にて濁度の常時監視を実施予定

愛知県水道用水供給事業 愛知県 平成28年８月22日 用水供給
凝集沈殿、急速ろ過

（表流水）

原水の取水位置を切り替えたところ、原水から0.72mg/lのアンモニアが検出さ
れた。塩素強化を実施したが、結合残留塩素濃度は0.4mg/lを確保しているも
のの、遊離残留塩素濃度が0.1mg/lを下回った状態が約1時間続いた。受水市
町へ連絡の上、送水を停止し、遊離残留塩素濃度が0.1mg/lを下回った水を
洗管にて排水。健康被害は発生していない。

原水中のアンモニア 原因物質の排出源を調査予定

室野簡易水道 静岡県 平成28年８月22日 簡易水道
緩速ろ過
（表流水）

滅菌装置の薬注ポンプが詰まり、塩素消毒ができなくなったことにより、残留
塩素が低下した。ポンプの詰まりを解消し、残留塩素の検出を確認したが、塩
素消毒ができていなかった時点の水質検査で一般細菌の基準値超過及び大
腸菌が検出されたため、煮沸を呼びかけた。９月１日の塩素消毒再開後の検
査では一般細菌、大腸菌ともに水質基準に適合した。健康被害は発生してい
ない。

塩素注入不良 施設の日常管理の徹底

近江八幡市水道事業 滋賀県 平成28年８月26日 上水道
凝集沈殿、急速ろ過
（琵琶湖表流水）

今夏の高温に伴い、琵琶湖の水温が上昇し、オシラトリア等のプランクトンが
増殖したことで、カビ臭物質の濃度が高くなった。高性能粉末活性炭注入によ
る異臭味の除去、活性炭注入点の増加等の対策を行い、カビ臭物質の低減
化を図ったが、９月30日頃まで水質基準を超える2-メチルイソボルネオ―ル
（2-MIB）が検出された。

琵琶湖におけるオシ
ラトリア等のプランクト

ンの発生

引き続き、高性能粉末活性炭を注入し
て、原水と活性炭の接触時間を最大限
引き延ばし、水質の状況を監視する。

滋賀県企業庁 滋賀県 平成28年９月５日 用水供給
凝集沈殿、急速ろ過
（琵琶湖表流水）

今夏の高温に伴い、琵琶湖の水温が上昇し、オシラトリア等のプランクトンが
増殖したことで、カビ臭物質の濃度が高くなった。高性能粉末活性炭注入によ
る異臭味の除去、他浄水場からの浄水の融通による希釈等の対策を行い、カ
ビ臭物質の低減化を図ったが、９月19日まで水質基準を超える2-メチルイソボ
ルネオ―ル（2-MIB）が検出された。

琵琶湖におけるオシ
ラトリア等のプランクト

ンの発生

臭気原因物質量の監視
活性炭注入後の監視

専用水道
（リゾートホテル）

北海道 平成28年９月５日 専用水道
塩素滅菌
(深井戸)

排水管の破損により、生活排水が地下受水槽に混入した。受水槽の使用を中
止し、生活排水混入防止の応急対策後、受水槽の清掃を実施。水質検査を
行い、水道水質基準を満足したため、９月14日に受水槽の使用を再開した。
健康被害は発生していない。

受水槽への生活排水
の混入

恒久的な対策として、地上受水槽の設
置又は床面の防水工事を検討中

専用水道
（ゴルフ場）

静岡県 平成28年９月21日 専用水道
塩素滅菌
(深井戸)

滅菌器が故障し、塩素消毒ができなくなったことにより、残留塩素が低下し、
大腸菌が検出された。滅菌器を修理するまでの間は手動で塩素を注入し対応
した。滅菌器の修理後に残留塩素濃度が0.1mg/l以上あること及び水質検査
で大腸菌の不検出を確認。健康被害は発生していない。

滅菌器の故障 施設の日常管理の徹底

駒ヶ根市水道事業 長野県 平成28年９月23日 上水道
凝集沈殿、膜ろ過

（表流水）

浄水場の上流にある宿泊施設から灯油が流出し、取水口に流入したことによ
り、水道水から異臭が発生した。取水を停止し、別系統からの配水に切り替え
たが、配水管内に残留している恐れがあるため、飲用を控えるよう周知すると
ともに給水車等により応急給水を実施。導水管、浄水施設、配水管の洗浄を
行った後、浄水の水質検査を行い、異常が認められなかったため、９月24日
に配水を再開した。健康被害は発生していない。

浄水場取水口への灯
油の流入

検討中

大州市上須戒簡易水道 愛媛県 平成28年10月４日 簡易水道
緩速ろ過
（表流水）

10月４日に採水した原水からジアルジアが検出された（1個/10L）ことが10月７
日に判明したため、10月７日から給水は継続しつつ、飲用する場合は煮沸す
るよう周知した。なお、４日に採水していた浄水からはジアルジアが検出され
なかった。10月11日と17日に再検査を行い、ジアルジアが検出されなかったた
め、10月21日に飲用制限を解除した。健康被害は発生していない。

不明
当面は濁度を常時監視しつつ、平成29
年度に高感度濁度家を設置予定



吉川市水道事業 埼玉県 平成28年10月25日 上水道
塩素滅菌
(深井戸)

給水栓から採水した水道水の残留塩素が低下した（0.1mg/l未満）。現場付近
の排泥管にて配水管の洗浄作業を実施し、10月27日に残留塩素が0.1mg/l以
上になったことを確認した。健康被害は発生していない。

配水管内での塩素の
消費（推定）

排泥管による排水作業を継続し、残留
塩素濃度を監視する。

北見市留辺蘂地区
水道事業

北海道 平成28年11月15日 上水道 （表流水）
残留塩素が0.1mg/lを下回ったため、摂取制限を実施し、洗管作業を行った。
末端給水栓での残留塩素濃度を確認した上で11月16日に摂取制限を解除し
た。健康被害は発生していない。

取水場所付近の畑の
雪上に散布した肥料
が融雪により河川に
流出したことに伴う原
水のアンモニア濃度

の上昇（推定）

再発防止に向けた対応を関係機関で検
討する。



平成２９年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

中津市土田簡易水道 大分県 平成29年１月12日 簡易水道
緩速ろ過

（深井戸、湧水）

１月12日に色度で基準値超過が確認された為、飲用制限を行った。給水袋に
て各戸に飲用水を配布し対応。水源を深井戸のみに切り替え、同日20時頃に
基準値以下となった為、飲用制限を解除。健康被害は発生していない。

不明 原因究明

津久見市保戸島四浦東
簡易水道

大分県 平成29年１月23日 簡易水道
緩速ろ過
（ダム）

１月23日に濁水発生の通報があり、調査を行ったところ、色度で基準値超過
が確認された為、飲用制限を行った。原水の確認やろ過池の切り替え及び送
水管の洗浄等により、同日22時頃に基準値以下となった為、飲用制限を解
除。健康被害は発生していない。

ろ過の不具合 水質管理の徹底による再発防止

浜松市飲料水供給施設 静岡県 平成29年２月７日 飲料水供給施設
緩速ろ過
（表流水）

２月７日給水栓にて採水。２月21日に水質検査の結果を受理し、pH8.9、色度
11度と基準値超過が確認された為、飲用制限を行った。pH値が異常な水源か
らの取水制限や、ろ過池砂層厚の確保を行うとともに、追加調査を継続。健康
被害は発生していない。

水源上流より温泉水
湧出。ろ過池砂層厚

不足。

追加調査の継続、pH値が正常な水源
の整備、沈殿池の定期的な清掃、ろ過
池砂層厚の確保

鉾田市水道事業 茨城県 平成29年４月18日 上水道
急速ろ過
（深井戸）

４月18日に濁水発生の通報があり、当該浄水場からの配水を停止した。他浄
水場からの応援で断水はしなかったが、安全確認まで飲用制限を行った。４
月19日にマンガン及びその化合物(0.095mｇ/ℓ)，色度（6.6度）で基準値超過が
確認されたが、４月20日に基準値以下となった為、飲用制限を解除し対応を
終了。健康被害は発生していない。

ろ過の不具合により、
マンガンが配水池へ

流入（推定）
原因究明及び修繕等対策の実施

高松市水道事業 香川県 平成29年４月28日 上水道 船舶給水

４月28日10時頃、貨物船において、水道給水施設を使って飲料水を船内に送
ると同時に、海水をくみ上げるポンプの動作確認を行っていたところ、船内配
管のバルブを閉め忘れていた為、海水が水道給水施設を逆流し、配水管に流
入した。同日12時頃、住民から水道水が塩辛いと通報があり、水質異常を確
認、水道水の使用停止を広報し、同日14時から20時まで応急給水を実施。同
日14時半頃、原因特定し、海水の流入停止。同日22時頃洗管作業終了。５月
１日12時受水槽清掃終了。健康被害は発生していない。

船内配管のバルブの
閉め忘れによる海水

の混入

船舶給水管理者及び作業者への改善
指導

浜松市水道事業 静岡県 平成29年５月15日 上水道
急速ろ過
（表流水）

５月15日13時40分頃、取水口付近にて鮎５匹がへい死していると水道施設点
検業者より連絡が入る。同日15時30分頃から給水停止を行い、給水車による
応急給水を実施。同日18時30分頃、簡易水質検査結果にて異常なしが確認さ
れ、給水停止を解除し、飲用制限は継続。５月19日14時頃、全項目検査にて
水質基準適合を確認し、飲用制限を解除。健康被害は発生していない。

不明
水源の環境変動への監視体制につい
て検討

与謝野町水道事業 京都府 平成29年６月12日 上水道
緩速ろ過
（表流水）

６月12日21時頃、住民より水道水が油臭いとの通報を受け原因調査したとこ
ろ、 浄水場の取水地点上流の工事現場で発電機用の燃料（軽油）がもれ、渓
流に流入したと判明。22時30分、飲用制限を開始し、広報車及び自治会によ
り広報するとともに、同時刻より取水停止を行った。６月13日５時より給水車3
台で応急給水を行う。同日11時頃、汚染されていない予備水源から取水し、
浄水場内の洗浄を開始。27日、水質試験の結果、異常がないことが確認され
た為、飲用制限を解除。飲用制限後（６月13日）に２名に下痢の症状が発生し
た。（翌日には回復。因果関係は不明。）

工事現場からの軽油
流出

予備水源の活用

飲用井戸等 山梨県 平成29年６月24日 飲用井戸
消毒のみ
（浅井戸）

６月24日～26日に掛けて体調不良者が発生し、６月27日に保健所職員が確
認した。６月28日に対象者の検便（検体）を山梨県衛生環境研究所で検査し、
６月30日にカンピロバクターが検出された。施設による貯水槽での塩素消毒
が徹底され保健所が施設の飲用水を検査し、７月２日カンピロバクターの陰性
が確認された。18名が下痢、腹痛、発熱の症状を発生し、うち10名がカンピロ
バクター・ジェジュニが検出された。

塩素消毒の不徹底
井戸の改修及び定期的な水質検査の
実施

専用水道
（駅）

北海道 平成29年７月５日 専用水道
消毒のみ
（深井戸）

７月５日に採水した水よりテトラクロロエチレンが0.012mg/L検出された。給水
箇所全てに「飲用禁止」の表示を行うとともに市水道水にて希釈を行う。７月10
日に飲食店の営業を一時停止し、市水に切り替えた上で、７月15日に営業を
再開した。７月25日に駅内全量市水へ切り替え後、水質検査を実施し、異常
がなかった為、７月27日に飲用制限解除した。健康被害は発生していない。

原水水質の悪化、給
水範囲の誤認

専用水道を廃止し、全量市水への切り
替えを検討。

秩父広域市町村圏組合
水道事業

埼玉県 平成29年７月18日 上水道
急速ろ過
（表流水）

７月18日に採水した浄水場内給水栓の水質検査結果書の報告があり、2-メチ
ルイソボルネオールが0.000021mg/L検出された。取水口での活性炭注入量を
増加し対応。健康被害は発生していない。

原水水質の悪化
原水及び給水の臨時水質検査を実施し
皆野浄水場取水口での活性炭注入。



比立内簡易水道 秋田県 平成29年７月24日 簡易水道
緩速ろ過
（表流水）

７月22日～23日にかけての大雨により、浄水場のポンプ及び発電機が冠水
し、軽油及び潤滑油が混入。７月24日、配水池等を洗浄し、給水区域内の消
火栓にて管内洗浄を実施。合わせて、飲用制限を行うとともに、給水拠点を５
箇所設置。７月27日まで油臭が確認された為、配水池等の洗浄を実施すると
ともに、検査機関へ水質検査を依頼し、給水拠点も６箇所へ増設した。７月28
日の水質検査で異常がなかった為、対応終了。健康被害は発生していない。

ポンプ等冠水による
油混入

地下に排水管を設置

高梁市水道事業 岡山県 平成29年８月８日 上水道
消毒のみ
（浅井戸）

８月８日、住民からの通報により異常確認。最大でアルミニウム及びその化合
物 0.28mg/L、色度 5.3度、濁度 11度を検出。取水停止し、管内の水の入れ替
えを実施。８月９日、給水末端で異常がないことを確認し、給水再開。健康被
害は発生していない。

ダイバーによる取水
井内確認するも不明

基準超過項目の監視強化

埼玉県水道用水供給事業 埼玉県 平成29年８月９日 用水供給
急速ろ過
（表流水）

８月９日、浄水場浄水にてジクロロ酢酸等の濃度上昇を確認した為、前塩素
処理から中間塩素処理に切替え生成を抑制。送水管路上での排水を実施。８
月10日、影響市町の受水地点でジクロロ酢酸0.036mg/L、トリクロロ酢酸
0.036mg/Lが検出されるが、受水市町の配水池出口では基準値以内を確認。
８月11日、基準値以下になったことから配水池での水質検査を終了。健康被
害は発生していない。

河川におけるハクレ
ン魚卵及び降雨に伴

う高濁度

魚卵多量流下時の取水のピークカット
及び水融通による対応

浜松市飲料水供給施設 静岡県 平成29年８月９日 飲料水供給施設
消毒のみ
（浅井戸）

８月９日採水の水質検査結果において一般細菌300CFU/ml、大腸菌を検出。
散水栓やシャワー室等に給水している為、飲用制限を実施。８月21日、塩素
注入設備の調整を行い、９月５日、水質試験の結果、異常がないことが確認さ
れた。健康被害は発生していない。

塩素注入量の不足
水質検査による監視強化、定期的な塩
素注入量の確認

朝来市水道事業 兵庫県 平成29年９月18日 上水道
急速ろ過
（ダム）

９月18日、浄水場内の濁度計にて２度以上を検出。同日、市内全域に濁水に
ついて広報するとともに、濁水除去処理対応。９月19日から給水作業実施。９
月20日、洗管作業実施し、濁水が解消した為、対応終了。健康被害は発生し
ていない。

原水高濁度及び水質
変化

監視体制の見直し検討、緊急時の対応
体制検討

函南町水道事業 静岡県 平成29年９月26日 上水道
急速ろ過
（湧水）

９月26日、住民より異臭の通報。浄水場原水取水ピットにおいても異臭を確
認。給水制限の広報を実施するとともに、給水車を配置。トルエン
（0.0079mg/L）とキシレン（0.0014mg/L）が検出された。９月27日、異臭を感じる
場合には煮沸するよう広報。給水末端、浄水場内の水質試験の結果、基準値
以内であることを確認。９月28日、水質試験の結果、基準値以内であることを
確認したが、給水配布及び洗管作業を継続し、９月29日、収束宣言を行った。
健康被害は発生していない。

不明 原因究明、浄水場設備の改善

簡易水道 東京都 平成29年９月26日 簡易水道
消毒のみ
（浅井戸）

９月26日、貯水槽水道施設の立入検査時に、複数施設において残留塩素が
不検出。配水池の次亜塩素酸ナトリウムの貯蔵タンクが空になっていることが
発覚。塩素注入量を増加し、排水作業を実施。９月27日、配水池及び給水栓
にて残留塩素検出された為、対応終了。健康被害は発生していない。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの補充不足

残留塩素濃度監視の徹底、施設管理
の徹底

川崎町水道事業 宮城県 平成29年10月２日 上水道
急速ろ過
（表流水）

10月２日採水の水質試験結果においてトリクロロ酢酸0.042mg/Lを検出。漏水
により配水池水位が低下し、ろ過速度が過大になったことに伴う浄水不良によ
り、有機物質が多くなり次亜塩素酸ナトリウムと反応したことが原因と考えられ
た。10月５日及び６日に漏水調査のため給水停止を行った。その後摂取制限
を行いつつ、漏水箇所の特定及び修繕を実施し、11月10日に基準値以内と確
認され、11月13日に摂取制限を解除した。健康被害は発生していない。

漏水による配水池低
下に伴う浄水処理不

良

ろ過砂入替工事の実施。漏水多発地区
配水管布設替工事の実施。

専用水道 大阪府 平成29年10月17日 専用水道
急速ろ過
（深井戸）

10月17日採水の検体にて残留塩素0.05mg/Lを検出。同日、摂取制限を実施
した。井戸の清掃により、水質が安定しなかったことや、井水取水ポンプ及び
取水配管の更新により、従来の取水流量が変わったことが原因と考えられ
た。10月20日、残留塩素0.1mg/L以上継続して検出されていることを確認し、
摂取制限を解除。健康被害は発生していない。

井戸清掃、取水ポン
プ及び取水配管の更
新に伴う取水流量の

変動

施設の日常管理の徹底、市水混合利
用の検討、後次亜注入設備設置の検
討

専用水道 福岡県 平成29年12月18日 専用水道
消毒のみ
（深井戸）

12月18日採水の水質試験結果にて水銀0.00162mg/Lを検出。原水の臨時検
査を実施した結果、12月28日に２つある取水のうちの１つの深井戸から水銀
の検出が確認され、深井戸を取水停止。異常のない別の深井戸からの取水と
し、12月29日飲用停止を周知。水量が不足したため、関係機関と協議し、1月
17日代替水源として温泉水との混合を検討し、水質試験の結果で水質基準を
満たすことが確認できた。健康被害は発生していない。

自然由来の水銀と推
定

施設洗浄し、末端給水栓にて水質基準
適合が確認され次第、混合水での暫定
給水を実施予定。（対応中）



平成３０年　水道水質関連事故事例

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

専用水道
（病院）

静岡県 平成30年4月9日 専用水道

活性炭ろ過、紫外線
照射、次亜塩素酸ナト

リウム注入
（深井戸）

4月9日に遊離残留塩素濃度が基準値未満となり、点検を行ったと
ころ、塩素注入弁が故障していた。塩素注入弁を交換し、5月12
日より遊離残留塩素濃度は基準値以上となっている。

塩素注入弁の故障
・水質検査の実施
・再発防止策の検討

北杜市水道事業 山梨県 平成30年5月21日 簡易水道
塩素消毒のみ

（表流水）

5月22日に毎日検査依頼先より残留塩素数値が0となった旨の報告あり。市の
担当者により滅菌装置の点検・復旧を行い、同日中に残留塩素値が基準値
内になったことを確認。

滅菌装置の停止

・滅菌装置の点検を現在の月１回から
週１回に変更
・システムのバックアップ体制の構築ま
たは変更（予定）

磐田市水道事業 静岡県 平成30年5月28日 上水道 ー
5月28日の配水管更新工事に伴う新設間への切り替え作業により、既設配水
管内流速が変化し、濁水が発生。飲用を制限する旨を広報活動および応急給
水を実施。健康被害無し。

配水管更新工事に伴
う新設管への切り替
え作業中の誤操作

配水管更新作業時の教訓とする

和歌山市水道事業 和歌山県 平成30年5月28日 上水道 ー

5月28日に配水池への流入弁の誤操作により、配水池底部の堆積物を巻き上
げ、濁水が発生したため、広報を行って飲用を制限した。濁水の排水を行い、
5月31日配水池の安全を確認し広報を行った。飲用制限中、延べ80台による
給水車での応急給水活動を行った（日本水道協会へも応援を依頼）。

配水池への流入弁の
誤操作

・委託業者への誤操作防止対策の徹底
・配水池の点検
・事故対応マニュアルの見直し

名古屋市水道事業 愛知県 平成30年6月29日 上水道
凝集沈殿ろ過

（表流水）

6月29日に岐阜県下呂地区で発生した大雨により、木曽川の水質が悪化（ジェ
オスミン及び2-MIBが水道水質基準を超過）。浄水場における異臭除去、消火
栓における排水作業と並行し、水道水で異臭が発生するという旨を報道発表
した。7月1日にジェオスミン及び2-MIBが基準値内であることを確認。

大雨 特になし

専用水道 岐阜県 平成30年7月3日 専用水道
塩素消毒
（浅井戸）

7月3日に専用水道（会社専用水道施設）にて、残留塩素が基準値未満になっ
ていることが発覚。次亜塩素酸の注入ポンプの詰まりによるものであり、注入
ポンプを切り替えて残留塩素が基準値以上になったことを確認。健康影響な
し。

次亜塩素酸の注入ポ
ンプの詰まり

残留塩素測定を1 日1 回から2 回とし、
点検記録に注入ポンプの吐出確認を明
記し、記録を残す

高槻市水道事業 大阪府 平成30年7月18日 上水道 ー

水道工事に伴うバルブ操作を行った際、老朽化したバルブから漏水し、その
緊急修繕工事を行う為、配水管を遮断したことにより周辺の配水管の流速・流
向に変化が生じ、濁水が発生。広報活動及び給水者の手配、備蓄水の配布
を実施。水道管の洗浄作業を行い、同日中に濁水を解消。

バルブ操作による配
水管の流速・流向の

変化

濁水による被害があった店舗・世帯へ
の減額措置

岡崎市水道事業 愛知県 平成30年7月18日 上水道
急速ろ過
（表流水）

7月18日に重油を保管する地下タンクから貯留タンクへの流入が止まらなくな
る誤作動が発生し、タンクからあふれ出した重油が河川へ流出したため、当該
水源からの取水を停止し、オイルフェンスの設置及び報道発表を実施。給水
制限、健康影響なし。

タンクの誤作動 ー

専用水道 埼玉県 平成30年7月25日 専用水道
急速ろ過
（表流水）

7月25日の定期の水質検査の結果、消毒副生成物（クロロホルム、トリクロロ
酢酸）が超過していることが判明。判明後すぐに飲用を停止し、急速砂濾過装
置の逆洗浄、消毒用塩素の投入口を受水槽手前に移設、受水槽タンクの清
掃、膜フィルター交換を実施。10月18日に飲用停止解除。健康影響なし。

急速砂濾過装置の
不良

水道使用量の減少による一日最大給
水量の減少に伴い、水道法の規制対象
外施設となったことから、当該施設にお
ける専用水道を平成30年12月21日に
廃止した。
廃止日以降は埼玉県自家用水道条例
に基づき、小規模水道施設として施設
管理を行う。

長岡市水道事業 新潟県 平成30年7月24日 上水道
急速ろ過
（表流水）

河川（渋海川）の水質悪化に伴いトリハロメタン値が上昇。水道の水質基準を
超えた場合、生活用水としての利用のみ可とし、給水車の配備やペットボトル
の配布を行う旨を広報（基準値を超過しなかったため実施せず）。

原水水質の悪化 ー



鯛生簡易水道 大分県 平成30年7月24日 簡易水道 塩素消毒

7月24日、浄水において大腸菌が検出され、また残留塩素が水道の水質基準
値を下回っていることが発覚。外気温の上昇等により塩素が揮発し、塩素消
毒が不十分になったもの。簡易水道利用者に飲用不可の旨を電話にて周知
し、給水車を配備。配水池内の水を入れ替え、水質検査を実施した後、飲用
再開。健康影響なし。

・配水池の容量に対
する需要が少ない
・外気温の上昇に伴う
塩素の揮発

ー

三条市水道事業 新潟県 平成30年8月10日 上水道 ー
8月10日、水道水において濁水が発生。水流のバランスを均一にするための
水圧調整などが原因と見られる。本管の排泥作業を実施し解消。健康影響な
し。

配水管内の流向・流
速の急激な変化

・原因・再発防止策の究明
・濁水の危惧がある場合における広報
対応等の実施

専用水道 新潟県 平成30年9月4日 専用水道
急速ろ過
（表流水）

末端給水栓１箇所よりヒ素の基準超過を検出（ヒ素：0.011mg/L（基準値：
0.01mg/L））。飲用制限及び飲用水を配布する旨を広報。当面の間、水質検
査を頻度を上げるとともに、飲用の制限を継続。健康影響なし。モニタリング
の結果、基準値を下回る数値で安定していることが確認できたため、10月2日
に飲用水としての利用を再開。

小雨による原水水質
の変化

当面の間、毎月１回原水等におけるヒ
素含有検査を実施して水質の状況を確
認する

七ヶ宿町簡易水道 宮城県 平成30年9月6日 簡易水道
塩素消毒
（地下水）

浄水において塩素酸の基準値超過を検出（塩素酸：1.3mg/L（基準値：
0.6mg/L））。給水制限する旨を簡易水道利用者に個別訪問して伝えるととも
に、備蓄水の配布を実施。配水池内と管内の水の入れ替え、薬品タンク内の
次亜塩素の入れ替えを行い、水基準値内になったことを確認後、給水制限解
除。健康影響なし。

・薬品注入の過多
・次亜塩素酸の長期
使用

・配水池への残塩計の設置
・管内の洗浄および次亜塩素酸の入れ
替えを定期的に実施

専用水道 静岡県 平成30年12月3日 専用水道
塩素消毒
（深井戸）

12月3日、保健所の定期立入時に給水末端の遊離残留塩素が0.1mg/L未満と
なっていることが判明。同日中に復旧し、給水再開。健康影響なし。

塩素滅菌装置タンク
内の次亜塩素酸ナト
リウム溶液が空に
なっていた

・都道府県より専用水道設置者へ指導
・再発防止策の策定

神戸市水道事業 兵庫県 平成30年12月4日 上水道 ー

12月4日、上唐櫃配水池から配水している地域で、水道水から異臭が発生。
飲用を控えることをお願いする旨の広報活動、臭気のある水の排水作業、当
該配水池を経由しない配水方法への変更、応急給水箇所の開設（8箇所）を
実施。12月6日復旧完了。

二つある水槽のうち、
片側内部の塗装工事
を行っていたが、塗装
エリア内の密閉措置
や換気が不十分だっ
たものと思われる

・安全が確実に担保された時点で工事
再開
・工事再開後、工事期間中に必要に応
じて臨時の水質検査を実施
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事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

簡易専用水道 兵庫県 平成31年2月5日 簡易専用水道 地下埋設式受水槽
神戸市において簡易専用水道である受水槽への汚水の流入による汚染が原
因とされる健康被害（ノロウイルスによる食中毒）が発生。神戸市は受水槽の
設置者に対して受水槽の維持管理を徹底するよう指示を行った。

地下埋設式受水槽の
汚染

経過観察、原因究明、再発防止措置の
検討及び実施

飲用井戸等 福岡県 平成31年4月3日 飲用井戸
塩素消毒
（井戸）

井戸水から水銀が検出されたとの情報。同地区では以前から検出事例があ
り、飲用には使用していないとのこと。また健康影響も発生していない。

地下水の汚染 水道の給水区域拡大を実施予定。

古河市水道事業
野木町水道事業

栃木県 平成31年4月9日 水道事業
凝集沈殿ろ過
（表流水）

河川の水質悪化により2-MIBが上昇したため、粉末活性炭を注入し対応した
が、基準値を超過した。上流のため池の放流によるものと推察された。
応急給水所を設置するとともに、報道発表し住民に対して情報提供を行い、
原水への粉末活性炭の注入率を強化した。

取水口上流域のため
池

上流域の監視強化
粉末活性炭の注入を強化

専用水道 大阪府 平成31年4月26日 専用水道
凝集沈殿ろ過

（井戸）

アルミニウム及びその化合物が基準値を超過（0.25mg/L）していることが判
明。揚水量が通常より低下したことにより凝集剤が注入過多となった。一時的
に市水道事業からの給水に切り替えた。

凝集剤の注入過多

揚水量に応じた凝集剤の注入量の調
整
揚水量を安定させるため、揚水配管の
布設替え工事を実施予定

小坂上簡易水道事業 静岡県 令和元年5月13日 簡易水道事業
塩素消毒
（井戸）

定期の水質検査において残留塩素濃度が0.1mg/L未満となっていることが判
明。健康影響なし。

塩素注入設備の不具
合

再発防止策の検討及び実施

石川町水道事業 福島県 令和元年5月20日 水道事業
急速ろ過
（表流水）

定期検査の結果2-MIBが基準値を超過（0.000011mg/L）していることが判明し
た。
上流のダムの水位低下による原水悪化が原因。検査の頻度を高めるなど対
応した。

原水水質の悪化
粉末活性炭の注入
粒状活性炭ろ過槽の切り替え等

専用水道 大阪府 令和元年6月12日 専用水道
凝集沈殿ろ過

（井戸）

定期の水質検査において塩素酸が基準値を超過（0.75mg/L）となっていること
が判明。市が安全確認がとれるまでの飲用自粛を指示。次亜塩素酸を薬液タ
ンクから廃棄し、タンク内を清掃。健康影響なし。

薬液タンク内の次亜
塩素酸の液温上昇

次亜塩素酸の管理の徹底。

専用水道 大阪府 令和元年8月8日 専用水道
凝集沈殿ろ過

（井戸）

アルミニウム及びその化合物が基準値を超過（0.21mg/L）していることが判
明。揚水量が通常より低下したことにより凝集剤が注入過多となった。揚水配
管の更新工事を実施。

凝集剤の注入過多 特になし

埼玉県水道用水供給事業 埼玉県 令和元年8月15日 水道用水供給事業
凝集沈殿ろ過
（表流水）

河川の水質悪化により2-MIBが上昇したため、粉末活性炭を注入し対応した
が、基準値を超過した。
他浄水場の応援給水により影響範囲を縮小するとともに、供給先に対し情報
提供をしながら送水を継続した。8月16日未明に基準値内に低下した。

原水水質の悪化 粉末活性炭の注入強化

飲料水供給施設 長野県 令和元年9月2日 飲料水供給施設
塩素消毒
（湧水）

8月25日～8月28日にかけて下高井郡内の旅館に宿泊した10グループ72名中
の２グループ41名が下痢、発熱、腹痛などの症状を呈した。
長野保険所及び関係自治体が行った検査により、患者便及び旅館の水等か
らカンピロバクター属菌が検出された。

当該施設で調理等し
提供された飲食物

塩素注入装置設置の交換を実施。
受水槽を設置している旅館に対し、保
健所及び長野県が立入実施。
沢水や井戸水を使用している施設に対
し、衛生管理の徹底、塩素消毒の実施
を指導。



専用水道 北海道 令和元年9月13日 専用水道
塩素消毒
（深井戸）

ホテルの受水槽（床下型）に隣接する雑排水槽の排水ポンプが故障し、雑排
水槽内の水位が上昇、雑排水槽と受水槽との隔壁にあった旧配管の撤去部
分から排水が受水槽に流入した。
宿泊客からの苦情により発覚。水質検査を実施し、一般細菌が基準値を超過
（56,000CFU/ml）、味及び臭気に異常あり。健康被害なし。

雑排水槽ポンプの故
障

受水槽隔壁排水流入個所（旧配管部）
の修繕と受水槽清掃を実施。
雑排水槽のポンプ更新及び満水警報
装置設置。

専用水道 北海道 令和元年10月8日 専用水道
急速ろ過
（深井戸）

定期の水質検査において、塩素酸が基準値を超過（1.2mg/l）していた。保健
所の指導により飲用を禁止。健康被害なし。次亜塩素酸ナトリウムの仕様の
変更、薬液タンクの洗浄を行い、塩素酸が基準値内であることを確認し、給水
を再開した。

不明

次亜塩素酸ナトリウムの仕様の変更。
薬液タンクの洗浄を実施、以後年２回
の洗浄を計画。
塩素酸の検査頻度を変更(3か月に１
回、夏季は毎月)。
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厚生労働省水道課

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

別府市水道事業 大分県 令和2年2月14日 水道事業 配水池

配水池内部の塗装作業を実施していたところ、近隣住民（4件）から異臭がす
るとの連絡があった。
当該配水区域の消火栓等で排水作業を実施。配水池内部及び給水栓からの
異臭味は消失。

当該配水池に隣接す
る運用中の配水池

に、連通管の開口部
を通して溶剤臭が混
入したものと推測され

る。

・施工業者に溶剤臭防止に係る養生書
の作成を指示。
・運用中の配水池への連通管の遮断を
図る。

宜野湾市水道事業 沖縄県 令和2年2月18日 水道事業 配水池

配水池の内面塗装を行った後、配水池内の消毒の為に10mg/Lの塩素を貯め
る作業を行っていたが、水位調整弁を介し配水池への注水及び配水している
際に、水圧変動により一時的に配水側の水圧が下がり塩素濃度の高い水が
配水池より流出した。

注水作業中の誤操作
人的ミスの無いように複数人での工程
確認を行った後に周知徹底を図り再発
防止に努める。

室野簡易水道事業 静岡県 令和2年2月18日 簡易水道事業
緩速ろ過
（表流水）

定期の水質検査において、大腸菌が検出された。健康被害なし。残留塩素を
測定したところ、0.05mg/L未満であった。

塩素注入設備の不具
合

施設の日常点検の徹底。

専用水道
（ホテル）

北海道 令和2年2月25日 専用水道
除鉄除マンガン処理、

活性炭ろ過処理
（深井戸）

毎日検査において目視で濁りを確認したため、水質検査を依頼し、直ちに自
己水源（井戸）から市水道に切り換えた。水質検査の結果、濁度が2.2度検出
し水質基準を超過した。その後、井戸内部のクリーニング、除鉄除マンガンろ
過機及び活性炭ろ過機のろ材の交換を行った後で水質検査を行い、水質基
準に適合していることを確認した。また、保健所の立入検査により異常がない
ことを確認したことを受けて、自己水源に切り換えた。

原水濁度の上昇 ろ過機及びろ材の更新

早月簡易水道事業 和歌山県 令和2年3月9日 簡易水道事業
緩速ろ過
（浅井戸）

浄水場の取水井戸周辺を流れる河川において白濁が確認された為、念のた
め取水を停止した。翌日に確認したところ、河川において白濁、異臭及びへい
死魚は確認されなかった。水質検査と井戸の洗浄を行い、水の安全を確認し
たので取水を再開した。

不明
（おそらく農薬）

中津道簡易水道事業 熊本県 令和2年4月17日 簡易水道事業
塩素消毒
（深井戸）

定期の水質検査において、ヒ素及びその化合物が基準値を超過（0.011mg/L）
していることが判明。簡易水道の飲用制限を利用者に周知し、飲用水をタンク
にて給水した。その後、継続して基準値を下回ったため、給水飲料制限を解除
し、給水タンクを撤去した。

地質由来
3ヶ月に1回水質検査を実施。なお、該
当集落は豪雨災害で被災し、令和2年
10月現在全住民が避難中。

専用水道
（特別養護老人ホーム）

北海道 令和2年5月12日 専用水道
除鉄除マンガン処理、

膜ろ過、ｐH調整
（深井戸）

定期の水質検査において、ｐH8.7と基準値超過が確認された為、全量市水に
切替え、施設へ供給を行った。

pH自動計器の警報が
未設定

pH自動計器が基準値以外で発報する
よう設定。

川俣町水道事業 福島県 令和2年5月19日 水道事業 -
震度4の地震の影響とみられる濁水が発生し、近隣住民から濁水の通報が
あった。排泥作業を実施。濁水の解消に至るまで、飲用制限の広報（防災無
線）及び応急給水を実施した。健康被害なし。

震度4の地震や配管
が埋設されている国
道の大型車両通行増
加により配管内のサ
ビ等が脱落したものと

考えられる。

状況を注視しつつ、今秋に管路更新を
行う予定。

簡易専用水道
（学校）

京都府 令和2年6月2日 簡易専用水道 -
定期の水質検査において、一般細菌の基準値超過が確認された為、飲用を
停止。貯水槽と高架水槽の清掃後、水質検査により一般細菌の基準適合を確
認し、飲用を再開した。

休校中に水の使用量
が減り、貯水槽と高架
水槽の水が長期にわ
たり滞留したことによ
り、残留塩素濃度が

低下したためと考えら
れる。

貯水槽と高架水槽の滞留量について、
適切な量への変更を検討。

簡易専用水道
（マンション）

兵庫県 令和2年6月18日 簡易専用水道 -

公共下水管の詰まりにより汚水が逆流し、マンション施設の貯水槽のオー
バーフロー管と公共下水管が誤接続していたために、水道に汚水が流入し
た。
 誤接続していた管を切り離し、貯水槽、高架水槽共用配管のオゾン洗浄を実
施した。水質基準に適合している事を確認し、飲用を再開した。

貯水槽オーバーフ
ロー管と公共下水管

の誤接合
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厚生労働省水道課

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

宇都宮市上下水道局 栃木県 令和2年8月13日 水道事業
凝集沈殿、急速ろ過

（表流水）

取水河川の上流に位置する用水路にドラム缶１本分の油が流出し、原水及び
水道水より油臭を検知したため取水を停止した。粉末活性炭を注入し、臭気に
異常がないことを確認し、取水を再開した。

不法投棄

専用水道
（レジャー施設）

大阪府 令和2年8月18日 専用水道
凝集沈殿、急速ろ過

（伏流水）

定期の水質検査において、塩素酸の基準超過を確認した。代替となる水道が
ないことから、飲料制限の上給水を継続し、飲用水としてペットボトル水を配備
した。薬品タンク内の次亜塩素酸ナトリウムを完全に入れ替え、注入点を後段
に切替える対策を講じた後、水質基準に適合していることを確認し、飲用を再
開した。

利用者減少のため、
次亜塩素酸ナトリウ
ムの保存期間が長く
なり、塩素酸の生成

が進んだため。

当面の間、塩素酸の水質検査の頻度を
増やす。

専用水道
（病院）

大阪府 令和2年8月18日 専用水道
除鉄・除マンガン砂ろ

過、膜ろ過
（深井戸、浄水受水）

定期の水質検査において塩素酸の基準超過が確認された為、深井戸からの
取水を停止した。塩素酸濃度の基準適合が確認されるまでの間は、浄水受水
のみとして給水を継続した。タンク内を清掃した上で、次亜塩素酸ナトリウム濃
度を12％から6％に変更してタンクに充填した。水質基準に適合していることを
確認し、飲用を再開した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの一度の補充量を
多くしたことで保存期
間が長くなり、塩素酸
の生成が進んだた

め。

次亜塩素酸ナトリウムの補充量は薬液
タンクの半量程度までとし、補充頻度を
４日に１回程度とした。
当面の間、塩素酸の水質検査の頻度を
毎月実施することとした。

簡易専用水道
（学校）

埼玉県 令和2年8月21日 簡易専用水道 -

雨水を利用した雑用水配管が、上水の配管に誤接続されていたことが調査で
判明した。雨水はろ過及び消毒しており、健康被害は確認されていない。誤接
続の是正工事を行い、水質基準に適合していることを確認し、給水を再開し
た。

建設工事における誤
接続

工事の施工管理の徹底を図り、再発防
止に努める。

専用水道
（病院）

大阪府 令和2年8月31日 専用水道
除鉄除マンガン処理

（深井戸）

定期の立入検査において、塩素酸が0.79mg/L検出し水質基準超過を確認し
たため、9月3日に飲用制限を行い、飲料水は市水をタンクに供給して対応し
た。塩素酸の水質基準超過の原因として、納入された次亜塩素酸ナトリウム
が劣化していた可能性が考えられたため、薬品タンク内の洗浄及び次亜塩素
酸ナトリウムの入替を行った。10月23日に水質基準に適合していることを確認
し、飲用制限を解除した。本件で、健康被害は確認されていない。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの劣化

処理水槽、高架水槽の清掃
納入する次亜塩素酸ナトリウムを高品
質の製品に変更

燕・弥彦総合事務組合 新潟県 令和2年9月16日 水道事業
凝集沈殿、急速ろ過

（表流水）

定期の水質検査において、トリクロロ酢酸が0.027mg/L（基準値：0.03mg/L）検
出された。管末水の停留時間が長くなったこと、並びに水温の上昇による残留
塩素濃度が低下したことから次亜塩素酸ナトリウムの注入量を増やしたため、
消毒副生成物が増加した。対策として浄水場にて粉末活性炭を注入、また、
管末水の入れ替えを行った後で水質検査を行い、異常がないことを確認し粉
末活性炭の注入を停止した。

管末水の滞留時間が
長くなったこと並びに
次亜塩素酸ナトリウ
ムの注入量を増やし
たことによる消毒副生

成物の増加。

次亜塩素酸ナトリウムの保管及び注入
量の適正管理

小規模貯水槽水道
（雑居ビル）

北海道 令和2年9月26日 小規模貯水槽水道 -

ビル１階に設置された阻集器から溢れた汚水が、床面の亀裂等を通じて床下
の受水槽に流入し、受水槽内の水で白濁や発泡を確認したため飲用禁止を
周知した。応急措置として阻集器の排水を改善し、受水槽と高置水槽の清掃
を実施し、水質基準に適合していることを確認した。また、仮設配管により高置
水槽に直接給水する直結方式に変更し、排水が流入するおそれがなくなった
ことから飲用を再開した。

建物構造の不備によ
る受水槽への汚水流

入

佐井村簡易水道事業 青森県 令和2年10月7日 簡易水道事業
急速ろ過機、活性炭

（表流水）

原水において平常時より高い濁度が確認された為、水質異常と判断して飲用
制限を周知し、応急給水を行った。濁度上昇の原因は水源河川の上流で行わ
れていた作業による土砂の流入であったことから、当該作業の発注者に作業
の一時中断を要請した。濁度の低下を確認し、飲用制限を解除した。

水源河川の上流で行
われていた作業

取水制限濁度の設定を引き下げた。ま
た、今後施設改修の際には浄水処理方
法の変更も検討する。
水道水源がある林野の管理者に、作業
時に水道の利水に配慮するよう要望す
る。

気仙沼市水道事業 宮城県 令和2年10月23日 水道事業
緩速ろ過、急速ろ過
（表流水、伏流水）

浄水場水源の上流にて交通事故が発生し、河川に軽油が流出した。取水を伏
流水に切り替えたため、断水は生じなかった。油の除去が完了し水質に異常
が無いことを確認したことから、表流水からの取水に戻した。

交通事故による軽油
の流出

専用水道
（空港）

大阪府 令和2年11月4日 専用水道
追加塩素

(浄水受水）

定期の水質検査において、塩素酸とトリクロロ酢酸をそれぞれ0.98、
0.042mg/L検出し水質基準超過を確認したため、飲用制限を行った。薬品タン
ク内の次亜塩素酸ナトリウムの入替及び建物内配管の排水を行い、水質基準
に適合していることを確認し飲用制限を解除した。

薬液タンク内の次亜
塩素酸ナトリウムの

劣化

次亜塩素酸ナトリウムの管理を徹底す
る。
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厚生労働省水道課

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

南伊豆町簡易水道事業 静岡県 令和2年11月19日 簡易水道事業
塩素消毒
（湧水）

定期の水質検査において一般細菌を300個/mL検出し水質基準超過を確認し
たため（採水時の残留塩素は0.20mg/L）、応急給水並びに湧水から深井戸へ
の水源切替を行った。調査の結果、採水していた屋外の蛇口以外では一般細
菌が検出されず、水質基準超過の原因は屋外の蛇口内部に付着していた汚
れと断定した。当該蛇口を取り換えて水質検査を行い異常がないことを確認
し、湧水水源に戻した。

採水蛇口の汚れ

専用水道
（病院）

静岡県 令和2年11月20日 専用水道
膜ろ過

（工業用水）

定期の立入検査において、残留塩素が0.05mg/L未満であったため、給水停止
及び塩素注入の調整を指導した。塩素注入量を増やし、貯水槽内の水の入替
を行い、末端の給水栓で残留塩素が0.2mg/Lが検出されたことを確認し、給水
を開始した。

塩素注入設備の調整
不足

毎日検査により残留塩素を確実に確認
すること、並びに水道技術管理者が適
切に監督するよう指導した。

専用水道 福島県 令和2年11月26日 専用水道
直接ろ過
（深井戸）

定期の水質検査において、ヒ素を0.012mg/L検出し水質基準超過を確認した
ため、飲用制限を行い、飲料水としてペットボトル水を配備した。深井戸原水を
ヒ素が除去可能な浄水処理方法に変更し、また、浅井戸水源と混合しながら
処理することとした。原水と浄水施設出口にて水質試験を行い、水質基準に適
合していることを確認し、飲用制限を解除した。

地質由来のヒ素
定期的にヒ素並びに今回追加した凝集
剤（PAC）由来のアルミニウムを水質検
査する。

室野簡易水道事業 静岡県 令和2年12月17日 簡易水道
膜ろ過

（表流水）

定期の水質検査において、残留塩素が給水末端で不検出であったため、飲用
する場合は煮沸するよう広報を行った。水道施設の老朽化による漏水のため
浄水量が足らず、浄水を貯める水槽に原水を直接流入させ、配水量を増やし
たことが原因と考えられる。水槽、給配水管の漏水修繕と第二配水池に追加
塩素注入装置を設置する工事を実施し、給水末端で残留塩素が確保されたた
め飲用制限を解除した。健康被害は報告されていない。

配水量を確保するた
め原水を貯水槽に流

入させたため。

漏水対策のため今後２～３年で計画的
な管路更新を行う。

富厚里団地簡易水道事業 静岡県 令和2年12月18日 簡易水道事業
塩素消毒
（深井戸）

定期の水質検査において、残留塩素が0.05mg/L未満であったため、飲用する
場合は煮沸するよう広報を行った。塩素注入ポンプのエア抜きドレンボルトの
ゆるみにより次亜塩素酸ナトリウムが漏れ出し、適切に注入されていなかった
ことが判明したため、注入ポンプの調整を行い、残留塩素が0.2mg/L検出され
るようになったことを確認した。

塩素注入設備の調整
不足及び毎日検査が
適切に行われていな

かったこと

毎日検査を行う住民や、点検を行う受
託作業員に教育を行う。
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事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

専用水道
（青少年の家）

大阪府 令和3年1月4日 専用水道
膜ろ過
（湧水）

定期の水質検査において、塩素酸が1.1mg/L検出し基準超過を確認した。代替
となる水道がないことから、飲用制限の上給水を継続し、飲用水としてペットボ
トル水を配備した。薬品タンク内の洗浄及び次亜塩素酸ナトリウムの入替を行
い、水質基準に適合していることを確認し飲用制限を解除した。

利用者減少のため、
次亜塩素酸ナトリウ
ムの保存期間が長く
なり、塩素酸の生成
が進んだ。

定期的な貯水槽の排水、次亜塩素酸ナ
トリウムの納入頻度を増やす。

十日町市湯之島簡易水道
事業

新潟県 令和3年2月8日 簡易水道事業
塩素消毒
（湧水）

定期の水質検査において、鉛及びその化合物が0.013mg/L検出し水質基準を
超過した。水質基準超過の原因は、採水場所(個人宅)の配管由来だと判断し
たため、同個人宅には飲料水用のポリタンクを配置し、飲料水を供給した。定
期の水質検査地点の周辺で採水した臨時検査では水質基準に適合しているこ
とを確認したため、当該宅には開栓初期の水は飲用以外の用途に用いること
を改めて周知し、飲用を再開した。

給水管由来の鉛及び
その化合物

宅地内鉛給水管の布設替え。

仙台市水道事業 宮城県 令和3年2月16日 水道事業
凝集沈殿、急速ろ過

(表流水)

民家の灯油配管の破損により漏れた灯油が大雨で河川に流入し、原水にて油
臭を確認した。直ちに取水を停止し、他系統への切り換えにより断水を回避し
た。その後、オイルフェンス及びオイルマットを設置して灯油の流出を防ぐととも
に、ろ過池等の油臭除去作業を行い、油臭がないことを確認して取水を再開し
た。

灯油配管が破損し、
大雨にて灯油が河川
に流入した。

塩竃市水道事業 宮城県 令和3年2月16日 水道事業
凝集沈殿、急速ろ過

(表流水)

民家の灯油配管の破損により漏れた灯油が大雨で河川に流入し、原水導水路
にて油臭を確認したため、直ちに取水を停止した。導水路内の油を含む原水を
排水した後で取水を再開したが、復旧作業に時間を要したため配水池の浄水
が底をつき断水した。浄水場からの送水再開後、断水による濁りが解消したこ
とを確認した地区から順次配水を再開した。断水中は応急給水を実施し、防災
無線やホームページ等で周知した。

灯油配管が破損し、
大雨にて灯油が河川
に流入した。

筑後市水道事業 福岡県 令和3年4月13日 水道事業 配水施設

4月13日に発生した火災の消火活動時に消火栓と溜池の２系統からポンプ車
で同時取水していたが、水圧により溜池の水の一部が消火栓を通じて配水管
に混入したため、濁水が発生し、一般細菌及び大腸菌が水質基準を超過した。
広報車で当該地域住民に注意喚起し、当該地域一帯及び末端の洗管作業を
実施。臨時検査にて水質基準に適合していることを確認した。

消火活動による消火
栓と溜池からの同時

取水

筑後市消防署にて再発防止の指導を
行う。

専用水道
（ゴルフ場）

静岡県 令和3年5月24日 専用水道
塩素消毒
（深井戸）

定期の水質検査において、残留塩素が0.05mg/Lまで低下した。
原因は薬注機の注入ポイント直後の配管で漏水が発生し、消毒剤が十分撹拌
される（均一になる）前の高濃度のポイントで漏水したことにより、残留塩素濃
度が低下したと考えられる。5月29日、漏水修理後の検査にて残留塩素濃度が
0.1mg/L以上検出していることを確認した。本件で、健康被害は確認されていな
い。

配管の漏水 定期的に配管の点検を行う｡

宮古市水道事業 岩手県 令和3年7月7日 水道事業
塩素消毒
（浅井戸）

近隣施設からのガソリン等の漏洩により水道水から油臭が確認されたため、給
水は継続しつつ、緊急給水活動（拠点給水及び給水車による給水）を行った。
その後、異臭は確認されなくなった（水質基準に適合）。

ガソリン等の漏洩 水源の切り替えを行う。

見附市水道事業 新潟県 令和3年7月12日 水道事業
膜ろ過
（表流水）

定期の水質検査において、末端給水栓でトリクロロ酢酸が0.031mg/L検出さ
れ、水質基準を超過した。浄水処理において消毒副生成物の生成を抑制する
ため前塩素の注入量を調整、粉末活性炭の注入を強化し、浄水池及び配水管
の末端で排水作業を実施した。7月16日採水の臨時検査でトリクロロ酢酸が基
準を下回ったことを確認し、対応を完了した。

降雨による原水濁度・
色度の上昇

次亜塩素酸注入率の上限設定、粉末活
性炭の注入強化など、原水水質悪化時
における水質管理を強化する。

飛騨市水道事業 岐阜県 令和3年7月14日 水道事業
塩素消毒
（深井戸）

定期の水質検査において、残留塩素濃度が不検出となり、当該地区の住民に
は煮沸して飲用する旨周知した。直ちに施設を調査したところ、配水池の塩素
滅菌装置の注入部に閉塞、部分破損が確認されたため、修理した。その後、配
水池の水の入れ替えを行い、翌日の検査において残留塩素濃度0.3mg/Lが確
保されたので、飲用制限を解除した。本件で、健康被害は確認されていない。

塩素注入装置の注入
点の閉塞及び注入バ

ルブの亀裂

他の施設の劣化状況も早急に確認す
る。
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事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

専用水道
（複合施設）

福岡県 令和3年7月15日 専用水道
除鉄除マンガン、活性

炭、膜ろ過
（深井戸）

膜ろ過設備内の部品の破損により、膜ろ過で除去された汚れを含んだ水（濃縮
水）が浄水に混入したため、マンガン、塩化物イオン及び色度が水質基準を超
過した。
また、浄水処理設備を監視するシステムが停電により作動しなかったことから、
汚染された浄水が約半日供給された。膜ろ過設備の部品の交換と水槽の清掃
を実施し、水質基準に適合することを確認した。

膜ろ過設備の部品破
損、停電による監視シ
ステムの停止

警報装置が確実に作動するように、作
動状況確認を日常点検時に実施する。

坂ノ上簡易水道 静岡県 令和3年8月8日 簡易水道
塩素消毒

（浅井戸、伏流水）

塩素注入機の稼働テストを手動運転にて実施したが、テスト終了後自動運転
に復帰するのを忘れ、残留塩素が給水末端で不検出となった。自動運転に切
り替え、給水末端で残留塩素が検出したことを確認した。健康影響は発生して
いない。

塩素注入機を自動運
転に切り替えなかっ

た。
マニュアルの再点検

新温泉町水道事業 兵庫県 令和3年8月18日 水道事業
塩素消毒
（湧水）

定期の水質検査において残留塩素が検出されず、また、大腸菌が検出された
ため、検査員から水道事業者に連絡。当日中に滅菌装置の管の詰まりを修理
した。毎日検査においても17日から残留塩素が不検出だったが、受託業者から
水道事業者に報告されていなかった。健康影響は発生していない。

滅菌装置の不具合
施設管理と、水質異常発生時におけ
る、水道事業者への連絡の徹底。

小規模貯水槽水道
（保育園）

神奈川県 令和3年8月23日 小規模貯水槽水道
受水槽

（浄水受水）

水槽清掃後に行った水質検査で、水質基準を超える一般細菌を検出。また、
因果関係は不明であるが園内で５名の下痢症患者を確認。水槽清掃後、１週
間以上にわたり蛇口から赤水が出ていたことから、再度水槽清掃を行い、水質
検査で異常がないことを確認し、水道水の飲用制限を解除とした。
保育園では、飲用制限解除後も定期的に残留塩素などの水質検査を行うこと
としている。

赤さびに含まれたバ
イオフィルムが原因と
推察される。

当面の間、臨時の水質検査を継続す
る。

松茂町水道事業 徳島県 令和3年8月25日 水道事業
急速ろ過
（表流水）

定期の水質検査において、クロロホルム及びトリクロロ酢酸が水質基準値を超
過した。消毒副生成物の生成を抑制するため、粉末活性炭を注入し、消毒剤
の注入を中間塩素処理に切り替えることで、8月30日の臨時検査において水質
基準に適合することを確認した。

長雨により原水水質
が悪化したものと推

察される。

当面の間、粉末活性炭の注入と中間塩
素処理を継続し、消毒副生成物の生成
を抑制する。

専用水道
（学校）

埼玉県 令和3年9月8日 専用水道
塩素消毒
（深井戸）

水質検査の結果、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の水質基準値超過が判明し
たため、一部の井戸（高濃度の同物質が検出された井戸）からの取水を停止
し、水質基準に適合していることを確認した。その後、恒久対策として、水源を
深井戸から浄水受水へ切替えた。

不明

専用水道
（ホテル）

大阪府 令和3年9月14日 専用水道
除鉄除マンガン
（深井戸）

保健所の立入検査による水質検査の結果、塩素酸が水質基準値を超過した。
薬液タンクの洗浄及び次亜塩素酸ナトリウムの仕様を変更し、水質基準に適
合することを確認した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの管理が不十分で

あった

薬液タンクを定期的に洗浄し、塩素酸の
臨時検査を継続する。夏場の高温期は
より安全な6％次亜塩素酸ナトリウムを
使用する。

雲南市水道事業 島根県 令和3年10月5日 水道事業
膜ろ過
（表流水）

浄水場取水地点上流に位置する河川につながる水路にて、魚のへい死と水が
泡立っていることを確認。取水を停止し、念のため、原水の水質検査結果が判
明するまで飲用制限を行うとともに臨時の給水所を設置。10月7日に水質検査
結果が判明し、水質に異常はないこと、新たな魚のへい死は確認されなかった
ことより、飲用を再開した。健康被害は報告されていない。

魚のへい死

コイヘルペスも陰
性であり、魚の
へい死原因は不

明
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厚生労働省水道課

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

専用水道
（病院）

群馬県 令和3年10月19日 専用水道
塩素消毒
（深井戸）

病院で乳児10名がメトヘモグロビン血症を発症。粉ミルクの調製に使用され
た、大学内の地下水を浄水処理・消毒した水から高濃度の亜硝酸態窒素が検
出されたことから、メトヘモグロビン血症の原因は亜硝酸であると考えられた。
原因調査の結果、水源の地下水では水質に異常は確認されず、上水系統配
管に、逆止弁（チャッキバルブ）を介して接続された空調用水配管の汚染水が
混入したことが原因と考えられた。空調用水には配管内の錆を防ぐ防食剤とし
て亜硝酸を含む薬剤が添加されており、当該逆止弁の作動不全により亜硝酸
を含む空調用水が混入したものと結論付けられた。
再発防止策として上水系統配管と空調用水配管の接続を切り離し、上水系統
配管内の洗浄を実施した。これにより亜硝酸態窒素が検出されなくなったこと
から、給水を再開した。

空調用水配管と
上水系統配管が直接
接続されており、空調
用水配管から亜硝酸

が混入した

臨時の水質検査を実施し、異常がない
ことを確認する。

逆止弁を介して
いても、上水系
統配管とその他
の配管を直接連
結してはならない
ものである。

飲用井戸等 岩手県 令和3年11月1日 飲用井戸
未処理
（表流水）

11月19日に、病院から保健所へカンピロバクター食中毒の患者が直近1週間に
複数名確認されたとの情報が提供された。患者の大半が同一の塩素処理され
ていない表流水（沢水）を飲用利用していたことから、同沢水を検査したところ、
カンピロバクターが検出された。この対応として飲用時の煮沸勧告を行う（応急
対策）とともに、新たに塩素消毒施設を整備した（恒久対策）。その後、当該沢
水の利用者から有症者は現れていない。

塩素消毒の未実施
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厚生労働省水道課

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

専用水道
(病院）

千葉県 令和4年1月4日 専用水道
膜ろ過

（深井戸、浄水受水）

水質検査の結果、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、ホルムアルデヒドの水質
基準値超過が判明したため、飲用系統を深井戸から浄水受水への切り替えを
行った。その後、水質基準に適合していることを確認した。

井戸水処理排水全量
を井戸水現水槽へ返
送していたこと等

横浜市水道事業 神奈川県 令和4年1月27日 水道事業
凝集沈殿、急速ろ過

(表流水)

作業用通路内に溜まっていた雨水を場内の排水処理施設を経由して河川に
放流したが、雨水の中に配管から漏洩していた次亜塩素酸ナトリウムが混入
していた。河川放流を停止し、原水に返送したところ、塩素酸の濃度が水質基
準を超過した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムを含む雨水を排水
処理施設に入れ、原
水に返送したため。

排水処理施設に繋がるルート外の水を
入れないことを浄水場の運転マニュア
ルに明記する。また、排水処理施設の
水を原水へ返送しないこと、施設内に
溜まった雨水は別途処分することを徹
底する。さらに、作業用通路内には雨
水が溜まらないよう修繕工事を実施す
る。

中ノ峠町簡易水道事業 石川県 令和4年1月31日 簡易水道事業
膜ろ過
（表流水）

浄水場の非常用発電機の燃料（軽油）が、配水池に混入したため臭気異常が
発生した。給水車による応急給水を実施し、事故発生の翌日には仮設水槽を
設置し配水を行った。汚染された配水池と配管の洗浄を実施し、臭気の異常
がないことを確認し、飲用を再開した。

配管から漏洩した軽
油が、コンクリート目
地部分から地下の配
水池に混入したた

め。

配水池の防水改修工事を実施する。

小規模貯水槽水道
（雑居ビル）

東京都 令和4年3月3日 小規模貯水槽水道
受水槽

（浄水受水）

利用者から異臭や濁りに関する問い合わせがあり、調査した結果、昨年末に
受水槽排水ポンプが故障して汚水が受水槽に流入し、その際、ポンプの修理
は実施したが、受水槽・高置水槽（以下「貯水槽」）の清掃は実施していなかっ
たこと、水道水で一般細菌、大腸菌、臭気、色度、濁度が水質基準を超過して
いることが判明した。貯水槽の清掃・消毒を実施し、水質基準適合を確認した
が、再び利用者から異臭に関する問い合わせがあり、調査した結果、受水槽
室内の排水配管が破損しており、排水配管から床面に漏れ出した排水が、マ
ンホールを通じて受水槽内に流入していたこと、水道水で一般細菌、大腸菌、
臭気、色度、濁度が水質基準を超過していることが判明した。排水配管の修
復と貯水槽の清掃・消毒を行い、異常がないことを確認し、飲用を再開した。

排水ポンプ故障及び
排水配管の破損によ
り受水槽内へ汚水が
流入したため。

地下式受水槽の廃止を検討する。

上佐ヶ野簡易水道事業 静岡県 令和4年5月12日 簡易水道事業
塩素消毒
（深井戸）

継続して塩素消費量が少なかったため滅菌器の確認を行ったところ、ホース
内に塩素の結晶が詰まっていることが判明した。滅菌器付近の給水栓で残留
塩素が不検出であったため保健所へ報告し、水道利用者へ飲用不可の周知
を行った。その後、滅菌器の修繕を実施し、給水栓で残留塩素が検出された
ことから飲用を再開した。

滅菌器ホース内の閉
塞

滅菌器の点検や日常検査による残留
塩素濃度の記録を実施するとともに緊
急連絡網を構築し、水質異常時には、
保健所等への連絡を徹底する。

飲用井戸等 福島県 令和4年5月23日 飲用井戸
塩素消毒

（深井戸、浄水受水）

水質検査の結果、深井戸で水銀及びその化合物の水質基準値の超過を確
認。調査の結果、深井戸帯水層内の自然由来によるものと考えられたことか
ら、深井戸の利用を中止（深井戸とは別に浄水を受水していることから、生活
用水の供給に支障なし）。

自然由来 深井戸の利用を中止した。

簡易専用水道
（一般送配電事業者）

静岡県 令和4年6月7日 簡易専用水道 上水道
水質検査を行った結果、大腸菌が検出されたため給水を停止した。その後、
受水槽等の清掃を実施し、大腸菌が不検出となったことから給水を再開した。

不明

小規模貯水槽水道
（学校）

山口県 令和4年6月17日 小規模貯水槽水道 浄水受水
水質検査の結果、残留塩素が検出されなかったため飲用停止とした。その
後、受水槽方式から直結給水方式へ変更し、残留塩素濃度が0.1mg/L以上検
出されることを確認した。

水の滞留

豊田市水道事業 愛知県 令和4年7月8日 水道事業
膜ろ過
（表流水）

水質検査を行った結果、トリクロロ酢酸の水質基準値の超過を確認。その後、
摂取制限を伴う給水継続を開始。３日連続で水質基準に適合することを確認
した後、摂取制限を解除。

原水の水質悪化（降
雨が続き原水の色度
や濁度が上昇）等
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厚生労働省水道課

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

飲用井戸等 大阪府 令和4年7月11日 飲用井戸
急速ろ過、膜ろ過
（表流水）

立入検査により、塩素酸の水質基準値の超過を確認。薬液タンクを洗浄充
し、水質検査を実施したが、再び塩素酸が水質基準値を超過した。その際に
は浄水槽の水位が低く、次亜塩素酸ナトリウムの自動測定器循環ポンプが誤
作動し、過剰注入していた。循環ポンプが正常運転した後、水質検査を行い、
水質基準に適合することを確認した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの不適切な管理と
循環ポンプの誤作動

薬液タンクの温度管理と運用水位管理
を適切に行う。

専用水道
（社会福祉施設）

大阪府 令和4年7月11日 専用水道
除鉄・除マンガン
（深井戸、浄水受水）

立入検査により、塩素酸の水質基準値の超過を確認。薬液タンク・処理水槽・
屋上タンクの洗浄及び次亜塩素酸ナトリウムの仕様をより品質の良い製品に
変更し、水質基準に適合することを確認した。

水使用量の減によ
る、塩素の薬液タンク
内滞留時間の増加

夏場の高温期はより品質の良い次亜
塩素酸ナトリウムを使用する。

専用水道
（病院）

大阪府 令和4年7月12日 専用水道
急速ろ過

（深井戸、浄水受水）

深井戸浄水の水質検査を行った結果、塩素酸の水質基準値の超過が確認さ
れたため、浄水受水への切り替えを実施（井戸水の飲用制限を実施）。その
後、塩素濃度の管理マニュアルの作成及び塩素注入タンクが設置されている
室内の空調機の更新を行い、深井戸からの給水を再開。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの過剰注入

次亜塩素酸ナトリウムの管理の徹底

専用水道
（ホテル）

大阪府 令和4年7月26日 専用水道
除鉄・除マンガン、

急速ろ過
（深井戸）

立入検査により、塩素酸、マンガン及びその化合物の水質基準値の超過及
び、残留塩素濃度0.05ｍｇ/ｌを確認。薬品タンク・処理水槽等の清掃を実施し
た上で、次亜塩素酸ナトリウムをより品質の良い製品に変更し、水質基準に
適合することを確認した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの不適切な管理

次亜塩素酸ナトリウムをより品質の良
い製品へ変更する。

専用水道
（病院）

群馬県 令和4年9月6日 専用水道
除マンガン

（深井戸、浄水受水）
水質検査の結果、塩素酸の水質基準値の超過を確認。薬液タンク内の薬液
の入替を実施し、水質基準に適合することを確認した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの不適切な管理

次亜塩素酸ナトリウムをより品質の良
い製品へ変更するとともに、次亜塩素
酸ナトリウムの保管場所にエアコンを設
置する。

専用水道
(学校)

大阪府 令和4年10月3日 専用水道
除鉄・除マンガン、

膜ろ過
（深井戸）

水質検査の結果、塩素酸の水質基準値超過が判明したため、薬液タンクの清
掃及び新しい次亜塩素酸ナトリウムへの入れ替えを行った。その後、水質基
準に適合していることを確認した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの劣化

次亜塩素酸ナトリウム管理の徹底

兵庫県水道用水供給事
業

兵庫県 令和4年12月2日 水道用水供給事業
急速ろ過
（表流水）

原水で異臭が確認されたため取水を停止。水質検査を行った結果、TOCの水
質基準値の超過を確認。原水のTOC濃度が低下したことを確認し、取水・浄
水処理を再開。原因物質がエタノールであることを特定（取水している河川の
支流へ流入する水路においてエタノールを検出）した後、水道用水の供給を
再開。

原水の汚染
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厚生労働省水道課

事業名等 都道府県 発生日 水道の種別 施設概要（水源） 事故概要 事故原因 今後の対応 備考

専用水道
（学校）

愛媛県 令和5年3月6日 専用水道
塩素消毒
（浅井戸）

水質検査の結果、一般細菌の水質基準値超過が判明したため、塩素注入量
の増加、貯水槽の水の入れ替えを行った。その後、水質基準に適合している
ことを確認した。

貯水槽の汚染 貯水槽管理の徹底

専用水道
（発電施設）

愛媛県 令和5年4月11日 専用水道
塩素消毒
（深井戸）

水質検査の結果、塩素酸の水質基準値超過が判明したため、貯水槽の水の
入れ替えや貯水量の調整、新しい次亜塩素酸ナトリウムへの入れ替えを行っ
た。その後、水質基準に適合していることを確認した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの劣化

次亜塩素酸ナトリウム管理の徹底

南魚沼市水道事業 新潟県 令和5年6月5日 水道事業
凝集沈殿、急速ろ過

(表流水)

浄水場内の原水監視用の魚が複数へい死したことを受け、該当水源からの
取水および送水を停止し、非常用水源（井戸）の使用を開始した。併せて、浄
水場内の水の入替えを行い、飲用不可として給水開始。その後、水質検査を
実施し、水質基準に適合していることを確認。通常給水（飲用可）を再開した。

窒素ガス病による魚
類の窒息死

岩倉簡易水道事業 鳥取県 令和5年6月14日 簡易水道事業
塩素消毒
（浅井戸）

水質検査の結果、塩素酸の水質基準値超過が判明したため、薬液タンク内の
次亜塩素酸ナトリウムの入れ替え及び配水池及び配水管内の水の入れ替え
を行った。その後、水質基準に適合していることを確認した。

次亜塩素酸ナトリウ
ムの劣化

次亜塩素酸ナトリウム管理の徹底

岩手中部水道企業団
水道事業

岩手県 令和5年6月22日 水道事業
急速ろ過
(表流水)

水質検査の結果、塩素酸の水質基準値超過が判明したため、摂取制限を伴
う給水継続を実施した。対策として配水管末端での排水（水の入替）及び配水
池等の水の入れ替えを行った後、水質基準に適合していることを確認し、摂取
制限を解除した。

配水池で追加塩素に
使用していた

次亜塩素酸ナトリウ
ムの劣化

次亜塩素酸ナトリウム管理の徹底

天草市水道事業 熊本県 令和5年6月22日 水道事業
凝集沈殿、急速ろ過
(表流水、深井戸)

水質検査の結果、カドミウム及び亜鉛の水質基準値超過が判明したため、摂
取制限を伴う給水継続を実施した。対策として配水管末端での排水（水の入
替）及び配水池等の水の入れ替えを行うとともに、仮設配管を布設し送水経
路を切り替えた（本事象の発生原因と推測された配管の使用を停止）。その
後、水質基準に適合していることを確認し、摂取制限を解除した。

不明



水質事故等

（１）健康被害なし（水質基準超過）

No. 管轄地整等 発生年月日 水源種別 原因物質等 事故原因 給水停止戸数/人口 対応状況

1 関東 令和6年4月2日 湧水 大腸菌  塩素消毒の不備 32人 薬液注入の徹底

2 近畿 令和6年5月13日 浅井戸
ｐH値、アルミニウム及

びその化合物
ポリ塩化アルミニウム

の注入過剰
0戸

ポリ塩化アルミニウム
の注入過剰の改善

3 東北 令和6年5月14日 表流水 ２－ＭＩＢ
粒状活性炭の吸着力

低下
0戸 粒状活性炭の交換

4 関東 令和6年5月28日 深井戸 残留塩素
薬品注入ポンプの故

障
0戸

薬品注入ポンプの修
繕

5 中部 令和6年5月29日 表流水
トリクロロ酢酸

色度
原水中に含まれる有

機物
0戸

浄水地の漏水修理
ろ過速度の適正化

活性炭ろ過器などの
設備の導入

6 関東 令和6年6月3日 湧水 塩素酸 塩素消毒の不備 0戸 塩素注入量の調整

7 関東 令和6年6月4日 浅井戸 大腸菌 塩素消毒の不備 0戸 塩素注入量の調整

8 中部 令和6年6月6日 表流水 大腸菌  塩素消毒の不備 0戸 塩素注入量の調整

9 東北 令和6年6月6日 伏流水 トリクロロ酢酸
ろ過不足による有機

物と塩素の反応
653人

ろ過速度の適正化に
よる有機物の除去
塩素濃度の低減

10 関東 令和6年7月1日 貯水槽 虫の死骸 貯水槽の蓋の破損 0戸
蓋の修理

貯水槽の清掃

11 関東 令和6年8月5日 湧水 大腸菌 塩素消毒の不備 不明 滅菌器の修理

12 中国 令和6年8月8日
浅井戸
伏流水

一般細菌
大腸菌

塩素消毒の不備 0戸 滅菌器の定期点検

13 東北 令和6年8月14日 表流水 残留塩素
原水濁度の上昇によ

る浄水処理障害
0戸

塩素注入量の調整
残留塩素濃度の下限

設定値警報

14 近畿 令和6年8月15日 表流水 ジェオスミン アナベナの発生 0戸
粉末活性炭注入量の

増加

15 中部 令和6年8月29日 深井戸
一般細菌
大腸菌

塩素消毒の不備 0戸 滅菌器の修理

16 東北 令和6年9月10日 表流水
トリクロロ酢酸
クロロホルム

原水中の有機物の値
の上昇及び気温上昇
に伴う消毒副生成物

の生成量の増加

124戸
配水池滞留時間の低

減

17 中国 令和6年9月12日 深井戸 残留塩素
滅菌機本体のエアー

詰まり
0戸

滅菌機本体のエアー
抜き



18 関東 令和6年9月24日 表流水 臭気 不明 1戸
計画的な排水作業の

実施

19 北海道 令和6年9月26日 湧水

一般細菌
大腸菌
色度

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

不明 0戸 井戸の使用停止

20 関東 令和6年10月1日 湧水 大腸菌 不明 24人 塩素注入量の調整

21 関東 令和6年10月1日 深井戸 一般細菌 塩素消毒の不備 10人 滅菌器の修理

22 近畿 令和6年10月2日 深井戸 塩素酸
次亜塩素酸ナトリウム
の不適切保管による

塩素酸の発生
4000人

次亜塩素酸ナトリウム
の適切保管

23 関東 令和6年10月4日 地下水
ヒ素

ホウ素
不明 452戸 井戸の使用停止

24 中国 令和6年10月18日 浅井戸 残留塩素 塩素消毒の不備 0戸 滅菌器の定期点検

25 北海道 令和6年10月23日 浅井戸 残留塩素
貯水槽への雨水の混

入
40戸 貯水槽の修理

26 九州 令和6年10月30日 湧水 一般細菌 塩素消毒の不備 0戸 塩素注入量の調整

27 四国 令和6年11月5日 表流水
一般細菌
大腸菌

フィルターの目詰まり
による滅菌器の作動

不良
0戸 フィルター清掃

28 関東 令和6年11月11日 表流水 大腸菌 塩素消毒の不備 13人
滅菌器操作手順の再

確認

29 中部 令和6年11月20日 深井戸 残留塩素
塩素自動注入装置の

不良
0戸

塩素自動注入装置の
修理

30 中部 令和6年12月20日 深井戸
マンガン及びその化合

物

次亜塩素ナトリウム注
入管の詰まりにより塩
素濃度が低下しマン
ガンろ過砂の活性が

低下

0戸
次亜塩素ナトリウム注
入管の根詰まり解消

31 東北 令和7年1月8日 浅井戸 大腸菌 不明 0戸
「水道におけるｸﾘﾌﾟﾄｽ
ﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針」

に基づいた対応

32 近畿 令和7年1月28日 表流水 ジェオスミン 水源水質の悪化 0戸 粒状活性炭の使用

33 東北 令和7年2月18日 表流水 ｐH 不明 0戸 PACによるpH調整

34 中部 令和7年3月3日 表流水 ジェオスミン 水源水質の悪化 0戸 貯水池の入れ替え

35 東北 令和7年3月5日 表流水
マンガン及びその化合

物
ダム水位低下による

原水水質の悪化
0戸 薬品注入量の調整

（*）｢健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について｣に基づき、情報の提供があったものを記載



水質事故等

（２）健康被害なし（病原性原虫）

No. 管轄地整等 発生年月日 水源種別 原因物質 事故の場合の原因*1 給水停止戸数/人口 対応状況

1 関東 令和6年4月4日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

2 関東 令和6年4月4日 表流水
クリプトスポリジウム

ジアルジア
０戸 ろ過水濁度管理の徹底

3 関東 令和6年4月9日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

4 関東 令和6年4月15日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

5 関東 令和6年4月16日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

6 九州 令和6年4月16日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

7 関東 令和6年4月22日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

8 関東 令和6年4月25日 表流水 ジアルジア ０戸 水質検査の徹底

9 関東 令和6年5月9日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

10 関東 令和6年5月13日 表流水
クリプトスポリジウム

ジアルジア
０戸 ろ過水濁度管理の徹底

11 九州 令和6年5月14日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

12 近畿 令和6年5月20日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

13 関東 令和6年6月6日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

14 九州 令和6年6月10日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

15 関東 令和6年6月25日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

16 関東 令和6年7月4日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底



17 北陸 令和6年7月24日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

18 関東 令和6年8月15日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

19 四国 令和6年8月19日 浅井戸 クリプトスポリジウム ０戸 水源切り替え

20 関東 令和6年8月19日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

21 関東 令和6年8月26日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

22 関東 令和6年9月17日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

23 関東 令和6年10月3日 表流水
クリプトスポリジウム

ジアルジア
０戸 ろ過水濁度管理の徹底

24 関東 令和6年10月21日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

25 関東 令和6年11月7日 表流水
クリプトスポリジウム

ジアルジア
０戸 ろ過水濁度管理の徹底

26 関東 令和6年11月11日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

27 九州 令和6年11月12日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

28 関東 令和6年11月14日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

29 北陸 令和6年11月18日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

30 四国 令和6年11月18日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

31 関東 令和6年11月19日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

32 東北 令和6年11月19日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

33 関東 令和6年11月25日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

34 近畿 令和6年11月25日 浅井戸 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底



35 関東 令和6年12月5日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

36 九州 令和6年12月9日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

37 関東 令和6年12月17日 表流水
クリプトスポリジウム

ジアルジア
０戸 ろ過水濁度管理の徹底

38 関東 令和6年12月18日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

39 関東 令和6年12月19日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

40 関東 令和7年1月7日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

41 関東 令和7年1月8日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

42 関東 令和7年1月8日 表流水
クリプトスポリジウム

ジアルジア
０戸 ろ過水濁度管理の徹底

43 関東 令和7年1月9日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

44 関東 令和7年1月14日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

45 九州 令和7年1月15日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

46 関東 令和7年1月16日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

47 関東 令和7年1月16日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

48 関東 令和7年1月17日 表流水
クリプトスポリジウム

ジアルジア
０戸 ろ過水濁度管理の徹底

49 九州 令和7年1月21日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

50 九州 令和7年1月21日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

51 関東 令和7年1月21日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

52 関東 令和7年1月22日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底



53 関東 令和7年2月3日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

54 関東 令和7年2月6日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

55 関東 令和7年2月6日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

56 関東 令和7年2月13日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

57 関東 令和7年2月17日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

58 近畿 令和7年2月17日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

59 関東 令和7年2月17日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

60 関東 令和7年2月18日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

61 関東 令和7年2月19日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

62 関東 令和7年2月25日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

63 関東 令和7年3月3日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

64 関東 令和7年3月6日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

65 関東 令和7年3月6日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

66 九州 令和7年3月10日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

67 関東 令和7年3月11日 表流水 ジアルジア ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

68 関東 令和7年3月17日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

69 関東 令和7年3月18日 表流水 クリプトスポリジウム ０戸 ろ過水濁度管理の徹底

（*1）斜線部については、原水での検出のため水質事故ではないもの

（*2）｢健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について｣に基づき、情報の提供があったものを記載



水質事故等

（３）健康被害なし（クロスコネクション）

No. 管轄地整等 発生年月日 事故原因 水質異常項目 給水停止戸数/人口 対応状況

1 近畿 令和6年6月18日 温泉水配管との接続 pH 値 、フッ素 160人 クロスコネクションの解消

2 近畿 令和6年7月26日
貯水槽一次側と貯水

槽二次側の接続
不明 ０戸 クロスコネクションの解消

3 関東 令和6年8月22日
自家用水配管との接

続
不明 ０戸 クロスコネクションの解消

4 九州 令和6年9月3日
自家用水配管との接

続
不明 ０戸 クロスコネクションの解消

5 近畿 令和6年10月31日 井水配管との接続 不明 ０戸 クロスコネクションの解消

6 近畿 令和6年12月13日 井水配管との接続 不明 ０戸 クロスコネクションの解消

7 中国 令和7年2月13日 井水配管との接続 無 ０戸 クロスコネクションの解消

8 近畿 令和7年3月25日
貯水槽一次側と貯水

槽二次側の接続
不明 ０戸 クロスコネクションの解消

（*）｢健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について｣に基づき、情報の提供があったものを記載


